
慈
童
説
話
と
護
法
理
論

一
、
は
じ
め
に

慈
童
説
話
と
呼
ば
れ
る
説
話
が
あ
る
。
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

『
太
平
記
』
巻
十
三
「
竜
馬
進
奏
事
付
藤
房
卿
遁
世
事
」
に
よ
り
、

そ
の
内
容
を
掲
出
す
る
2
ヨ

④③②①  

周
の
穆
玉
、
八
疋
の
駿
馬
を
得
る

穆
主
、
八
駿
に
乗
り
霊
鷲
山
に
至
り
、
釈
尊
の
説
法
を
聞
く

穆
主
、
釈
尊
か
ら
八
句
の
偶
を
授
け
ら
れ
、
震
且
に
戻
る

穆
玉
、
自
身
の
枕
を
踏
み
越
し
た
罪
で
髄
愛
す
る
慈
童
を
、

臨
県
へ
流
す

穆
主
、
流
罪
と
な
っ
た
慈
童
に
偏
を
授
け
る

慈
童
、
都
県
で
備
を
読
調
し
、
ま
た
、
菊
葉
町
裏
に
記
す

慈
童
、
菊
葉
の
露
を
飲
み
仙
人
と
な
り
、
下
流
の
水
を
汲
む

人
も
ま
た
長
生
す
る

⑦⑥⑤  

森

田

貴

之

⑨⑧  

慈
童
、
彰
祖
と
名
を
改
め
、
貌
の
文
帝
に
備
を
授
け
る

重
陽
の
菊
水
宴
、
当
途
主
経
と
い
う
法
華
経
普
門
晶
の
異
名
、

皇
太
子
の
即
位
に
際
し
て
こ
の
備
を
授
け
る
即
位
法
は
、
以

上
の
故
事
に
由
来
す
る

こ
の
慈
童
説
話
は
、
『
三
国
伝
記
』
や
『
楊
鴫
暁
筆
』
、
『
月
庵
酔

醒
記
』
な
ど
の
説
話
集
に
収
録
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
謡
曲
「
菊
慈
童
」

「
枕
慈
童
」
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
法
華
一
経
普
門
晶
の
異
名

の
由
来
需
と
し
て
、
法
華
経
注
釈
書
に
多
数
見
ら
れ
、
重
陽
の
宴
の

由
来
語
と
し
て
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
秋
「
九
日
付
菊
」
所
収
の
漢
詩

文
を
通
じ
て
、
和
漢
朗
詠
集
注
釈
書
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
天

台
即
位
法
の
由
来
需
と
し
て
も
、
即
位
法
に
触
れ
る
種
々
の
書
物
に

見
ら
れ
、
慈
童
説
話
は
、
そ
う
し
た
天
台
口
伝
法
門
の
口
決
に
深
く

関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
伊
藤
E
義
氏
、
阿
部
泰
郎
氏
ら
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
3
0
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慈
童
説
話
の
内
容
は
、
種
々
の
漢
籍
の
混
滑
に
よ
っ
て
成
立
し
た

も
の
で
あ
り
、
本
説
話
と
全
体
を
通
じ
て
完
全
に
一
致
す
る
原
拠
は

見
い
出
し
得
な
い
。
し
か
し
、
各
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
典
拠
に

関
し
て
、
多
く
の
言
及
が
あ
る
。

例
え
ば
、
築
瀬
一
雄
氏
は
、
「
従
来
こ
れ
が
出
典
と
し
て
は
、
八

駿
に
つ
い
て
穆
天
子
伝
及
び
白
氏
文
集
「
八
駿
図
」
、
菊
水
に
つ
い

て
は
、
風
俗
通
・
抱
朴
子
内
篇
・
荊
州
風
土
記
等
が
挙
げ
ら
れ
て
ゐ

る
。
こ
れ
は
元
来
二
つ
の
も
の
、
即
ち
駿
馬
説
話
と
霊
水
説
話
が
結

合
し
た
も
の
と
恩
は
れ
る
が
、
後
者
は
菊
水
(
別
に
菊
津
)
と
云
ふ

地
名
説
明
の
説
話
と
し
て
生
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
ま
た
彰
祖
の
伝

は
神
仙
伝
、
列
仙
伝
、
論
語
注
疏
に
見
え
て
ゐ
る
」
と
関
連
文
献
を

指
摘
さ
れ
た
2
3
ま
た
、
本
説
話
に
、
貌
の
文
帝
が
登
場
す
る
点
に

つ
い
て
は
、
伊
藤
正
義
氏
が
、
「
八
駿
図
」
の
中
に
言
及
さ
れ
る
「
文

帝
」
を
媒
介
と
し
て
、
磁
文
帝
と
彰
祖
が
繋
が
り
得
る
こ
と
を
指
摘

さ
れ
た
。
ま
た
、
岡
見
正
雄
氏
は
、
穆
王
と
神
仙
と
の
関
わ
り
を
指

摘
し
、
そ
う
し
た
神
仙
語
は
、
「
西
王
母
と
の
交
渉
が
中
心
的
な
話
」

で
あ
る
こ
と
を
示
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
『
太
平
記
』
や
『
二
一
国
伝
記
』

の
よ
う
な
説
話
で
は
「
中
国
の
諸
書
に
見
え
る
西
王
母
は
釈
迦
に
変

わ
っ
て
い
る
」
こ
と
に
ふ
れ
、
「
日
本
に
お
け
る
詑
伝
」
と
考
え
ら

れ
た
車
。
そ
の
後
、
長
く
こ
の
説
が
継
承
さ
れ
て
き
た
が
、
柳
瀬
喜

代
志
氏
が
、
中
国
の
仏
典
の
中
に
、
慈
童
説
話
の
穆
王
説
話
部
分
(
五

十
三
頁
①
i
③
)
に
類
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
仏
典
と

の
関
わ
り
と
い
う
新
た
な
一
面
が
明
ら
か
と
な
っ
た
王
》
。

本
稿
で
も
、
い
わ
ゆ
る
慈
童
説
話
の
仏
典
受
容
の
問
題
を
再
検
討

す
る
。
柳
瀬
氏
も
触
れ
ら
れ
た
よ
う
に
、
穆
主
説
話
は
、
六
朝
か
ら

唐
代
に
か
け
て
の
道
仏
論
争
を
背
景
と
し
た
仏
教
護
法
論
の
世
界
か

ら
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
事
実
を
踏
ま
え
、

慈
童
説
話
形
成
に
、
護
法
論
が
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
考
え
る
。

二
、
『
唐
鏡
』
の
原
拠

ま
ず
、
護
法
書
の
影
響
を
示
す
一
例
と
し
て
、
『
唐
鏡
』
を
見
て

み
た
い
。
『
唐
鏡
』
は
、
次
の
通
り
、
慈
童
説
話
中
の
穆
王
説
話
部

分
の
み
を
持
つ
。
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(
注
周
の
)
第
五
の
主
を
は
、
穆
王
と
申
き
。
昭
王
の
御
子

也
。
御
年
五
十
に
て
位
に
即
給
。
入
駿
の
駒
を
得
た
ま
へ
り
。

其
名
を
は
、
赤
闘
・
盗
曜
・
白
犠
・
渠
黄
・
華
賠
・
緑
腐
・
聡

輸
・
山
子
と
そ
い
ひ
け
る
。
こ
の
馬
に
の
り
て
、
天
下
あ
ま
ね

く
め
く
り
あ
り
き
給
て
、
ひ
さ
し
く
か
へ
り
給
は
ね
は
、
国
の

政
も
わ
す
れ
さ
せ
給
ほ
と
に
、
徐
値
王
と
い
ふ
ひ
と
、
謀
叛
を

お
こ
さ
む
と
す
。
造
父
と
い
ふ
も
の
、
舎
人
の
こ
と
く
に
て
玉

に
つ
き
奉
り
て
あ
り
け
る
か
、
こ
の
事
を
聞
つ
け
て
、
し
つ
め

て
け
り
。
十
七
年
に
昆
楢
山
に
い
た
り
て
、
西
王
母
と
宴
給
。



一
の
説
に
は
、
釈
迦
仏
説
法
の
時
、
諸
国
の
大
主
の
う
ち
に
て
、

樹
到
劃
叫
べ
剖
川
引
制
ベ
引
剖
。
此
八
駿
に
の
り
て
、
お
ほ
く

の
雲
霞
を
し
の
か
せ
給
け
る
に
や
。
主
部
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
し

て
、
井
公
と
博
実
し
給
。
二
一
日
に
し
て
決
せ
ら
れ
ぬ
。
負
て
饗

し
給
ι

双
六
は
天
智
一
よ
り
出
た
り
。
浬
繋
経
に
は
波
羅
寒
戯
と

な
っ
け
ら
れ
た
る
に
や
。
五
十
二
年
壬
申
の
と
し
二
月
十
五
日
、

倒
川
副
U
剣
刻
叫
釧
刑
制
刊
刈
叶
司
判
削
調
剖
刻
剖
剖
倒
叫
剤
。

こ
の
君
は
在
位
五
十
五
年
、
御
年
百
五
歳
也
。
(
『
肩
鏡
』
《
己
)

伊
藤
氏
も
阿
部
氏
も
、
『
唐
鏡
』
の
こ
の
一
説
に
触
れ
、
そ
れ
ぞ

れ
「
こ
の
ご
説
」
が
い
か
な
る
世
界
で
の
所
説
で
あ
る
か
が
問
題

と
な
ろ
う
」
、
「
一
体
、
こ
う
し
た
「
一
説
」
は
い
か
な
る
世
界
か
ら

発
し
た
も
の
か
」
と
、
問
題
を
提
起
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
両
氏
は
、

天
台
口
伝
法
門
の
文
献
を
博
捜
し
、
天
台
即
位
法
縁
起
と
し
て
の
慈

童
説
話
の
世
界
を
指
摘
さ
れ
た
。
し
か
し
、
『
唐
鏡
』
の
典
拠
に
つ

い
て
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
た
だ
、
『
唐
鏡
』
は
、
ご
く
一
部
を

除
き
、
ほ
ぽ
全
て
の
記
事
に
何
ら
か
の
原
拠
文
献
を
持
ち
、
特
に
仏

教
史
的
記
事
に
お
い
て
は
、
唐
代
の
僧
・
法
琳
の
著
し
た
護
法
書
『
弁

正
論
』
を
頻
繁
に
用
い
て
い
る
吾
首
そ
こ
で
、
『
弁
正
論
』
を
閲
す

る
に
、
穆
王
に
関
連
す
る
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

長
謙
紅
云
。
仏
是
昭
王
二
十
六
年
甲
寅
歳
生
、
穆
主
五
十
三
年

司
申
之
歳
似
鮒
蹴
劇
(
至
開
皇
五
年
、
得
一
千
五
百
七
十
六
載

さ
。
引
吋
刷
劃
到
制
同
州
討
開
制
刻
州
倒
同
列
『
剖
到
剥
制
]
「

引
尉
削
劃
伺
剛
測
叶
剣
制
調
劇
制
剛
矧
珂
詞
利
劃
。
推
老
子
以

桓
王
六
年
丁
卯
之
歳
仕
周
、
敬
玉
三
十
二
年
葵
丑
之
歳
五
月
壬

午
乃
西
渡
関
(
至
閥
皇
五
年
、
得
一
千
三
十
七
載
)
。
案
葛
仙

公
序
云
、
老
子
以
上
皇
元
年
太
歳
丁
卯
二
月
十
二
日
丙
午
為
周

師
者
、
即
桓
王
丁
卯
之
歳
也
。
又
一
五
、
無
極
元
年
太
歳
奨
丑
五

月
壬
午
去
周
西
度
関
者
、
即
是
敬
主
突
丑
之
歳
。
検
三
皇
以
下

本
記
、
亦
無
建
元
、
至
漢
武
世
始
有
元
号
。
彼
称
上
皇
無
極
等
、

並
為
妄
説
全
無
依
拠
。
刻
副
劇
五
剥
闘
剤
刷
1
剖
倒
封
削
晴
樹

聞
判
『
対
劃
制
剖
』
制
制
剛
剥
刻
則
樹
1
刊
剛
列
周
創
刊
ベ
劃

樹
到
則
倒
剖
寸
凶
矧
倒
刈
叶
剖
捌
同
制
珂
引
鮒
到
。
劉
向
列

仙
伝
目
、
聴
与
芦
喜
倶
之
流
沙
之
西
服
置
藤
実
。
是
知
孔
老
二

儒
皆
生
周
末
、
老
在
仏
後
隔
十
二
主
。

(
『
弁
正
論
』
「
仏
道
先
後
篇
」

E
)
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こ
の
「
仏
道
先
後
篇
」
は
、
そ
の
篇
名
が
示
す
通
り
、
道
教
に
対

す
る
仏
教
の
先
行
を
論
じ
る
箇
所
で
、
主
に
、
道
教
側
が
主
張
し
た

老
子
化
胡
説
に
対
す
る
反
論
で
構
成
さ
れ
る
。
道
仏
論
争
の
激
し
か

っ
た
当
時
、
老
子
が
仏
陀
に
な
っ
た
、
あ
る
い
は
仏
陀
の
師
と
な
っ

た
、
と
い
う
、
道
教
側
の
老
子
化
胡
説
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
、
仏

教
側
は
、
仏
陀
の
生
没
年
を
老
子
よ
り
前
に
設
定
し
、
な
お
か
つ
、



そ
れ
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
、
法
琳
は
、
仏
教
の
先

行
を
示
す
た
め
、
銚
長
謙
『
年
暦
帝
紅
』
の
他
、
『
周
書
異
記
』
、
『
漢

法
本
内
伝
』
な
E
の
書
物
を
証
拠
と
し
て
、
仏
陀
の
昭
主
甲
寅
生
誕

と
穆
王
壬
申
寂
識
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
道
教
側
の

葛
玄
『
道
徳
経
序
訣
』
の
老
子
生
年
説
を
、
一
瓦
号
の
有
無
を
理
由
に

否
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
上
統
法
師
(
法
上
}
が
『
周
穆
伝
』
を
引

い
て
述
べ
た
説
も
、
「
挑
長
謙
の
引
く
所
」
と
同
様
で
あ
る
と
し
、

仏
陀
が
老
子
に
先
行
す
る
と
論
じ
て
い
る
。

こ
こ
に
、
『
周
穆
伝
』
な
る
書
物
名
が
登
場
す
る
が
、
陳
子
良
注

(
括
弧
内
)
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
『
穆
王
別
伝
』
と
も
い
う
ら
し
い
。

釈
迦
の
生
没
年
に
関
わ
る
事
実
が
、
こ
の
『
穆
主
別
伝
』
な
る
書
物

に
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
『
穆
玉
別
伝
』
に
つ
い

て
は
、
柳
瀬
氏
の
紹
介
さ
れ
た
楠
山
春
樹
氏
の
諭
が
あ
る
E
。
以
下
、

楠
山
氏
の
論
、
ど
重
な
る
点
も
あ
る
が
、
改
め
て
穆
主
伝
説
の
生
成
過

程
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
『
井
E
論
』
が
い
う
上
統
法
師
の
説
の
具
体
的
内
容
は
、
『
歴

代
三
宝
紅
』
巻
十
二
所
収
の
伝
に
よ
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

H
創
「
仏
以
姫
周
昭
王
二
十
四
年
甲
寅
歳
生
、
十
九
出
家
、
二
一

十
成
道
。
当
穆
王
二
十
四
年
発
未
之
歳
、
樹
五
制
剖
対
剖
倒
川

刷
叶
倒
馴
酎
刈
到
剰
刺
調
。
以
此
為
験
、
四
十
九
年
在
世
。

i
」

(
『
歴
代
三
宝
紀
』

『
穆
主
別
伝
』
と
い
う
書
物
名
こ
そ
無
い
も
の
の
、
穆
主
が
「
西

方
」
の
「
化
人
」
に
逢
う
べ
く
西
域
に
行
き
、
戻
ら
な
か
っ
た
と
す

る
説
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
「
化
人
」
を
仏
陀
に
附
会
し
て
解
釈
し
、

昭
王
甲
寅
仏
陀
生
誕
説
の
論
拠
と
し
よ
う
と
す
る
主
張
で
あ
る
。

ま
た
、
上
統
法
師
の
問
答
は
、
『
歴
代
三
宝
紀
』
巻
第
一
に
も
見

ら
れ
る
。
『
歴
代
三
宝
紀
』
は
、
荘
主
七
年
を
仏
陀
の
生
年
と
定
め
、

同
時
に
自
ら
注
を
施
し
、
様
々
な
仏
陀
生
年
説
を
列
挙
し
、
逐
一
批

判
す
る
。
そ
の
批
判
対
象
の
中
に
、
昭
主
甲
寅
生
誕
説
も
あ
り
、
法

師
の
問
答
や
『
穆
天
子
別
伝
』
と
い
う
書
の
存
在
に
触
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
も
、
や
は
り
、
穆
王
西
遊
説
が
見
え
る
。
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帝
年
上
者
、
述
身
毒
国
知
来
託
生
、
当
此
真
丹
姫
周
時
也
。
年

代
寝
遠
人
世
参
差
。
ー
ー
中
略
|
1
室
第
十
九
主
荘
主
他
十
年

即
魯
春
秋
荘
公
七
年
夏
四
月
辛
卯
夜
恒
星
不
見
、
夜
中
星
慣
如

雨
。
案
此
即
是
如
来
誕
生
王
宮
時
也
。

先
賢
諸
徳
推
仏
生
年
五
有
趣
遁
。
ー
ー
中
略
|
|
依
沙

問
制
』
割
副
伺
劇
団
閥
、
則
当
前
周
第
五
主
昭
王
取
二
十

四
年
甲
寅
、
至
今
丁
巳
則
一
千
四
盲
人
十
六
年
。
刊
寸
樹

苅
引
則
倒
同
剥
司
叫
引
制
剛
倒
叶
割
五
醐
制
封
劃
樹
叶

湖

岡

劃

耐

桐

到

。

(

『

歴

代

三

宝

紀

』

)



『
歴
代
三
宝
紀
』
が
、
自
身
の
支
持
す
る
荘
主
七
年
説
以
外
に
、

複
数
の
異
説
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
仏
陀
の
生

没
年
は
、
唐
・
法
琳
の
時
代
ま
で
は
諸
説
紛
々
た
る
状
況
で
あ
っ
た
。

そ
の
一
つ
で
あ
る
昭
王
甲
寅
生
誕
説
を
支
持
す
る
た
め
に
証
拠
と
し

て
提
示
さ
れ
て
い
た
の
が
、
『
穆
王
別
伝
』
や
『
穆
天
子
別
伝
』
に

あ
っ
た
と
い
う
穆
王
酉
遊
説
な
の
で
あ
る
。

こ
の
穆
主
西
遊
説
は
、
「
西
方
有
化
人
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら

れ
て
お
り
、
『
列
子
』
「
周
穆
王
篇
」
「
周
穆
主
時
、
西
極
之
園
、
有

化
人
来
」
と
あ
る
「
化
人
」
に
由
来
す
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
、
穆

王
が
昆
脅
山
で
西
主
母
と
会
う
、
有
名
な
『
穆
天
子
伝
』
を
結
び
つ

け
た
も
の
で
あ
る
。
仏
陀
が
穆
主
の
時
代
に
生
存
し
て
い
た
証
拠
と

し
て
昭
主
甲
寅
生
誕
説
を
論
証
す
る
た
め
に
、
六
噴
き
に
生
み
出

さ
れ
た
、
『
穆
天
子
伝
』
の
震
旦
に
お
け
る
靴
伝
と
い
え
る

2
0
た

だ
し
、
『
歴
代
三
宝
紀
』
に
お
い
て
は
、
穆
玉
が
、
「
西
方
」
の
「
化

人
」
あ
る
い
は
「
仏
」
に
会
う
べ
く
西
遊
し
、
一
一
民
ら
な
か
っ
た
と
す

る
単
純
な
記
述
し
か
な
か
っ
た
。
『
唐
鏡
』
を
始
め
、
諸
書
の
慈
童

説
話
で
は
、
穆
主
は
八
駿
に
乗
り
、
西
遊
後
、
周
に
帰
還
し
て
お
り
、

そ
の
点
で
は
、
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
『
弁
宣
論
』
と
同
じ
法
琳
の
手
に
な
る
護
法
書
『
破
邪

論
』
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
、
「
周
書
異
記
云
」
と
し
て
穆
王
西
遊

説
が
あ
り
、
以
下
の
よ
う
に
、
そ
の
内
容
は
慈
童
説
話
の
も
の
に
か

な
り
近
い
。

劃
周
劃
劃
劃
云
、
樹
羽
岡
困
対
有
似
「
謝
劇
開
劇
川
副
眠
之
馬
、

副
伺
刻
刊
剖
凶
副
刻
。
拠
此
而
推
。
同
斉
時
上
統
法
師
容
高

麗
使
云
、
仏
是
西
周
第
五
主
昭
玉
二
十
四
年
甲
寅
歳
生
、
至
今

武
徳
五
年
、
得
一
千
五
百
七
十
七
年
也
。
伺
割
五
割
吋
副
団

東

行

。

(

『

破

邪

論

』

)

こ
こ
に
は
、
は
っ
き
り
と
「
八
駿
」
が
登
場
し
、
穆
王
は
、
そ
の

八
駿
に
乗
っ
て
仏
を
求
め
て
西
行
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

『
歴
代
三
宝
紀
』
に
あ
っ
た
「
即
西
入
而
寛
不
運
」
「
遂
西
遊
而
不

返
」
と
い
っ
た
記
述
が
な
く
な
り
、
代
わ
り
に
「
法
巳
東
行
」
と
あ

る
。
穆
王
が
周
に
帰
還
し
、
仏
法
を
震
且
に
も
た
ら
し
た
と
す
る
内

容
へ
と
改
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
慈
童
説
話
の
前

半
部
分
を
構
成
す
る
穆
主
説
話
の
原
型
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ

ス
w
。『

唐
鏡
』
は
、
『
弁

E
論
』
や
『
破
邪
論
』
な
E
法
琳
の
著
作
を

中
心
に
、
唐
代
の
護
法
書
を
頻
繁
に
利
用
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
護

法
理
論
の
知
識
が
、
穆
王
説
話
を
「
一
の
説
」
と
し
て
、
『
唐
鏡
』

の
中
に
記
載
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

『
唐
鏡
』
は
、
そ
の
記
事
の
中
で
、
仏
陀
の
没
年
に
も
触
れ
て
お
り
、

仏
陀
の
生
存
時
代
の
判
定
に
関
わ
る
説
話
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
意

識
し
て
い
る
。
『
唐
鏡
』
の
穆
王
説
話
に
関
し
て
は
、
護
法
書
か
ら
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の
影
響
が
大
き
い
。

三
、
穆
主
説
話
の
展
開
と
護
法
書

こ
こ
で
、
穆
王
説
話
の
出
典
と
し
て
、
『
破
邪
論
』
に
引
か
れ
て

い
る
『
周
書
異
記
』
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。

道
仏
論
争
の
時
代
、
道
仏
双
方
と
も
に
、
様
々
な
偽
書
・
偽
経
・

偽
説
を
作
成
、
引
用
し
、
自
説
の
論
拠
と
し
て
利
用
し
た
。
そ
の
た

め
、
実
態
の
な
い
書
名
や
侠
文
が
多
数
喧
伝
さ
れ
た
。
『
周
書
異
記
』

も
ま
た
、
昭
王
国
L
寅
仏
陀
生
誕
説
を
裏
付
け
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ

た
偽
書
の
一
つ
で
あ
る

T
Z
法
琳
は
、
『
破
邪
論
』
や
『
弁
正
論
』

に
、
た
び
た
び
こ
の
『
周
書
異
記
』
を
引
い
て
お
り
、
法
琳
自
身
が
、

そ
の
偽
作
者
で
あ
る
可
能
性
も
高
い
と
い
う
。
事
実
、
こ
の
『
周
書

異
記
』
は
、
法
琳
『
破
邪
論
』
に
最
も
ま
と
ま
っ
た
n
侠
文
n
が
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
先
に
示
し
た
『
周
書
異
記
』
(
五
十
七
頁

参
照
。
以
下
『
周
書
異
記
』

A
)
と
は
異
な
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

周
劃
島
詞
詞
。
周
昭
主
即
位
二
十
四
年
甲
寅
歳
四
月
八
日
、
江

河
泉
池
忽
然
夜
波
、
井
水
並
皆
溢
出
、
宮
殿
入
舎
山
川
大
地
成

悉
震
動
。
其
夜
五
色
光
気
入
貫
太
微
、
遍
於
西
方
尽
作
青
紅
色
。

周
昭
主
問
太
史
蘇
曲
目
、
是
何
祥
也
。
蘇
由
対
日
、
有
大
聖
人

生
在
西
方
、
故
現
此
瑞
。
昭
玉
目
、
於
天
下
何
知
。
蘇
由
目
、

即
時
無
他
、
一
千
年
外
、
声
教
被
及
此
土
。
昭
王
即
遣
人
、
鍋

石
記
之
、
埋
在
南
郊
天
洞
前
。
当
此
之
時
、
仏
初
生
主
宮
也
。

穆
王
即
位
三
十
二
年
、
見
西
方
数
有
光
気
。
先
聞
蘇
由
所
記
、

知
西
方
有
聖
人
処
世
。
穆
王
不
達
其
理
、
恐
非
周
道
所
宜
、
即

引
柑
国
副
側
副
刈
斗
剣
謝
倒
洲
劃
叫
斗
凶
樹
淵
刻
。
当
此
之
時
、

仏
久
巳
処
世
。
穆
王
五
十
二
年
壬
申
歳
二
月
十
五
日
平
且
、
暴

風
忽
起
発
損
人
舎
傷
折
樹
木
、
山
川
大
地
皆
悉
震
動
。
午
後
天

陰
雲
黒
、
西
方
有
白
虹
十
二
道
、
南
北
通
過
連
夜
不
滅
。
穆
玉

問
太
史
厘
多
目
、
是
何
徴
也
。
厘
多
対
日
、
西
方
有
聖
人
減
度
。

衰
相
現
耳
。
樹
到
対
側
同
1
鮒
制
倒
洲
司
1

4
欄
謝
劇
1
凶
輔

副
叫
。
当
此
之
時
。
仏
入
浬
襲
。
(
『
破
邪
論
』
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昭
主
甲
寅
生
誕
説
を
支
持
し
、
穆
主
が
登
場
す
る
点
は
、
『
周
書

異
記
』

A
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
引
用
さ
れ
た
『
周
書

異
記
』
(
以
下
同
B
)
に
は
穆
王
西
遊
説
は
な
く
、
仏
陀
誕
生
及
び

寂
滅
時
に
奇
瑞
が
あ
っ
た
こ
と
が
詳
細
に
記
さ
れ
る
の
み
で
あ
る

《
+
二
百
し
か
も
、
穆
王
は
、
周
道
の
否
定
を
恐
れ
、
相
国
呂
侯
と
と

も
に
、
そ
の
奇
瑞
を
振
り
払
お
う
と
し
た
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
西
方

で
聖
人
が
誠
度
し
た
こ
と
を
喜
ん
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
西

遊
し
、
仏
と
遇
う
穆
王
の
姿
と
は
や
や
違
和
を
覚
え
る
。

こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
て
、
穆
王
説
話
を
有
す
る
、
先
の
『
周
書

異
記
』

A
を
見
る
と
、
『
歴
代
三
宝
紀
』
に
は
あ
っ
た
「
遂
に
西
遊



し
て
返
ら
ず
」
と
い
う
記
述
が
削
除
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
行
動

も
「
因
に
以
て
之
を
穣
う
」
と
あ
っ
て
、
仏
陀
を
退
け
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
、
『
周
書
異
記
』

B
の
「
即
与
相
園

呂
侯
西
入
、
会
諸
侯
於
塗
山
、
以
嬢
光
変
」
に
対
応
し
た
改
変
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
王
宮
つ
ま
り
、
釈
迦
寂
滅
時
(
穆
王
五
十
二
年
)

に
周
に
戻
っ
て
い
る
点
、
仏
に
対
す
る
行
動
な
ど
、
『
周
書
異
記
』

A
は
、
時
系
列
的
に
も
内
容
的
に
も
、
『
周
書
異
記
』
日
と
矛
盾
を

生
じ
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
法
琳
は
、
種
々
の

偽
書
・
偽
説
を
作
成
し
、
自
著
に
引
用
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
作
為

は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
昭
王
甲
寅
生
誕
説
に
新
た
な
証
拠
を
提
示
す

る
た
め
に
、
誕
生
の
奇
瑞
を
盛
り
込
ん
だ
偽
書
『
周
書
異
記
』

B
を

作
り
出
し
、
同
時
に
、
先
行
す
る
穆
主
釈
迦
避
遁
説
話
を
も
生
か
す

べ
く
、
そ
の
改
変
を
も
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
上

統
法
師
が
証
拠
と
し
て
い
た
穆
主
西
遊
説
に
「
八
駿
」
等
の
文
言
を

付
加
し
た
の
も
法
琳
自
身
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

ち
な
み
に
、
法
琳
よ
り
遅
れ
る
唐
僧
・
道
宣
の
『
釈
迦
方
志
』
な

ど
に
な
る
と
、
次
の
傍
線
部
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
『
周
書
異
記
』

B
の
内
容
に
、
穆
王
説
話
が
完
全
に
取
り
込
ま
れ
、
よ
り
矛
盾
を
生

じ
な
い
形
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

案
周
書
異
記
。
周
昭
主
即
位
二
十
四
年
、
甲
寅
歳
四
月
八
日
、

江
河
泉
池
忽
然
箆
様
、
井
水
溢
出
山
川
震
動
、
有
五
色
光
入
賞

太
徴
、
遍
於
西
方
尽
作
青
虹
色
。
太
史
蘇
曲
目
、
有
大
聖
人
生

於
西
方
、
一
千
年
外
声
教
及
此
。
昭
王
即
勅
、
鏑
石
記
之
、
埋

於
南
郊
天
嗣
前
。
此
即
仏
生
之
時
也
。
周
穆
王
即
位
三
十
二
年
、

数
見
西
方
光
気
。
蘇
由
先
説
聖
人
処
世
。
即
与
相
国
呂
侯
、
乗

醐
刺
川
劇
剖
伺
1
剥
倒
岡
凶
捌
之
。
周
穆
王
五
十
三
年
、
壬
申

歳
二
月
十
五
日
、
平
且
暴
風
忽
起
、
損
舎
折
木
地
動
天
陰
、
西

方
自
虹
十
二
道
。
太
史
属
多
目
、
西
方
聖
人
誠
実
、
此
即
浬
繋

之
相
也
。
有
説
云
、
仏
生
周
荘
魯
在
之
世
者
、
今
取
多
文
為
録
。

(
『
釈
迦
方
志
』

こ
の
後
、
法
琳
が
積
極
的
に
主
張
し
た
昭
主
甲
寅
説
は
、
『
仏
祖

統
紀
』
な
ど
の
仏
教
史
書
に
受
け
継
が
れ
、
定
説
化
す
る
。
し
か
し
、

そ
こ
で
傍
証
と
し
て
使
わ
れ
る
の
は
、
穆
主
西
遊
説
を
持
た
な
い
『
周

書
異
記
』

B
で
あ
っ
て
、
穆
主
西
遊
説
は
、
ほ
と
ん
ど
傍
証
と
し
て

用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
。
『
法
苑
珠
林
』
な
ど
一
部
に
は
、
『
釈
迦
方

志
』
同
様
の
説
も
採
用
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
穆
王
釈
迦
避
渥
説

話
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
『
穆
天
子
伝
』
の
借
り
物
に
過
ぎ
ず
、
『
穆

天
子
伝
』
の
西
主
母
伝
説
が
あ
る
以
上
、
そ
の
証
拠
能
力
は
高
く
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
干
圃
も

以
上
の
よ
う
に
、
六
朝
ご
ろ
に
仏
陀
の
生
誕
年
を
証
明
す
る
目
的

で
作
ら
れ
、
法
琳
ら
の
護
法
書
の
中
で
成
長
し
た
穆
王
説
話
は
、
護

法
論
の
中
で
は
、
そ
の
本
来
の
意
図
す
る
意
味
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
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し
か
し
、
日
本
で
は
、
天
台
口
伝
法
門
の
な
か
で
、
慈
童
説
話
の
一

部
と
な
っ
て
新
た
に
発
展
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
、
先
述

の
通
り
、
『
唐
鏡
』
が
護
法
書
か
ら
直
接
に
穆
主
説
話
を
受
容
し
て

い
た
よ
う
に
、
天
台
即
位
法
縁
起
と
し
て
形
を
整
え
る
以
前
に
は
、

や
は
り
護
法
書
の
影
響
は
小
さ
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で

は
、
特
に
、
山
主
神
道
書
を
取
り
上
げ
、
慈
童
説
話
と
護
法
書
と
の

関
係
を
考
え
て
み
た
い
。

園
、
『
輝
天
記
』
「
山
主
事
」
の
穆
王
説
話

さ
て
、
穆
王
説
話
の
日
本
で
の
受
容
の
早
い
例
は
、
『
耀
天
記
』

に
含
ま
れ
る
「
山
王
事
」
で
あ
ろ
う
【
十
吉
本
文
を
示
さ
な
い
も
の

と
し
て
は
、
『
今
昔
物
語
集
』
巻
六
「
震
且
秦
始
皇
時
、
天
骨
一
僧
渡

語
第
一
」
末
尾
付
近
の
「
昔
し
周
の
世
に
E
教
、
此
の
土
に
渡
る
」

と
い
う
一
文
が
指
摘
で
き
る
が
平
さ
、
あ
る
程
度
の
具
体
的
本
文
を

も
つ
も
の
で
は
、
こ
の
「
山
主
事
」
に
な
ろ
う
。

同
(
注
永
平
)
十
二
年
一
一
月
十
一
日
、
此
寺
(
注
u

白
馬
寺
)

に
て
斎
会
を
行
て
、
仏
の
出
世
の
聞
の
事
、
入
滅
の
時
分
を
問

給
に
、
摩
竹
二
人
し
て
、
各
在
世
八
十
年
の
聞
の
事
を
覚
成
給

て
、
利
生
方
便
の
い
み
じ
く
を
は
し
ま
し
〉
事
よ
り
し
て
、
滅

を
唱
へ
給
し
に
至
る
ま
で
、
細
に
分
明
に
答
申
け
れ
ば
、
さ
て

は
我
大
師
尺
尊
の
出
世
は
此
国
の
周
の
世
の
第
四
代
の
照
王
の

御
時
に
当
り
た
り
け
り
、
御
入
滅
は
第
五
の
穆
主
四
十
三
年
に

ぞ
当
り
た
る
と
ぞ
、
沙
汰
評
定
ど
も
は
有
け
る
。
経
論
の
説
区

に
、
諸
家
日
記
異
な
れ
ど
も
、
是
は
一
の
説
に
任
て
侍
な
り
。

仏
法
漢
土
に
伝
は
る
事
、
御
入
滅
よ
り
以
来
た
、
永
平
十
年
ま

で
、
一
千
一
十
六
年
を
ぞ
経
に
け
る
。
其
間
穆
王
に
一
日
に
千

里
を
か
け
る
八
疋
の
御
馬
に
め
し
て
、
霊
山
に
馳
参
て
説
法
花

の
靭
に
て
、
聴
衆
に
列
て
内
証
の
益
に
預
給
け
り
。
さ
れ
ど
も

権
化
の
人
な
れ
ば
、
あ
へ
て
人
に
は
し
ら
れ
た
ま
は
ず
。
其
妙

法
薩
達
摩
と
い
ふ
賛
語
の
題
名
を
聞
伝
て
、
遺
給
て
叡
慮
の
底

に
納
て
、
人
に
は
語
り
給
は
ず
し
て
、
太
子
に
位
を
譲
り
給
け

る
時
、
是
を
授
け
て
、
次
第
に
し
て
我
様
に
後
王
に
伝
え
授
け

給
へ
と
ぞ
あ
り
け
る
。
(
『
耀
天
記
』
「
山
主
事
」
)
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こ
の
前
段
に
は
、
後
漢
の
明
帝
時
の
仏
教
伝
来
が
記
さ
れ
て
お
り
、

上
記
の
箇
所
は
、
仏
法
を
も
た
ら
し
た
摩
騰
迦
・
竹
法
蘭
の
二
聖
人

(
「
摩
竹
二
人
」
)
に
対
し
、
明
帝
が
仏
陀
の
生
没
年
を
問
う
場
面
で

あ
る
。
仏
陀
の
生
没
年
に
関
し
て
穆
主
説
話
が
持
ち
出
さ
れ
て
お
り
、

護
法
書
に
見
ら
れ
た
原
初
的
な
形
態
を
留
め
て
い
る
。

そ
し
て
、
以
下
の
通
り
、
後
漢
明
帝
が
、
天
竺
か
ら
連
れ
帰
っ
た

聖
人
に
仏
陀
と
の
生
没
年
を
問
う
、
と
い
う
構
成
も
ま
た
、
護
法
書

に
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
偽
書
『
漢
法
本
内
伝
』
に
由
来
す
る
も



の
で
あ
る
。

故
後
漢
法
本
内
伝
云
。
明
剤
問
嗣
剛
回
可
制
剖
日
月
可
知

以
不
。
騰
答
目
、
仏
以
奨
丑
之
年
七
月
十
五
日
、
託
陰
摩
耶
、

即
此
年
也
。
昭
王
二
十
四
年
甲
寅
之
歳
四
月
八
日
、
於
嵐
毘
閏

内
波
羅
樹
下
、
右
脇
而
誕
生
。

(
『
膚
護
法
沙
問
法
琳
別
伝
』

案
漢
法
本
内
伝
云
。
|
|
中
略
|
|
|
永
明
利
ゴ
相
判
ゴ
則
刑
-

同
1
州
制
剖
同
劇
剖
剖
剖
伺
組
叶
剖
剛
剖
剛
劇
醐
叶
寸
凶
則
封

倒
削
樹
劇
同
別
司
刺
列
。
法
師
対
日
、
仏
葵
丑
之
年
七
月
十
五

日
、
夜
託
陰
摩
耶
夫
人
、
甲
寅
之
年
四
月
八
日
、
在
迦
毘
躍
衛

藍
毘
尼
圏
、
従
母
右
脇
而
生
。
・

(
『
続
集
古
今
仏
道
論
衡
』
)

こ
の
『
漢
法
本
内
伝
』
と
は
、
後
漢
明
帝
の
永
平
年
聞
に
、
仏
法

が
震
旦
に
渡
来
し
た
こ
と
を
詳
細
に
記
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
内

部
に
『
周
書
異
記
』

B
な
ど
の
偽
書
を
引
き
、
そ
う
し
た
偽
書
を
権

威
づ
け
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
穆
主
説
話
同
様
に
、
仏
教
護
法
論

の
世
界
に
密
接
に
関
わ
る
偽
書
で
あ
る

E》

O

『
漢
法
本
内
伝
』
に
は

穆
主
説
話
は
引
か
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
点
は
「
山
王
事
」
と
異
な
る
。

し
か
し
、
「
山
主
事
」
の
構
成
は
、
確
実
に
こ
う
し
た
護
法
書
の
影

響
下
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
『
耀
天
記
』
「
山
王
事
」
は
、
日
吉
山
王
諸
神
を
叡
山
の
天

台
の
教
え
を
守
護
す
る
仏
の
垂
迩
と
す
る
山
主
神
道
を
理
論
的
に
整

理
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
本
地
垂
迩
説
の
理
論
的
根
拠
と
し
て

も
、
護
法
書
の
理
論
が
援
用
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
に
、

仏
陀
が
、
来
る
仏
法
の
流
布
を
助
け
る
べ
く
、
三
人
の
菩
薩
を
老
子

・
孔
子
・
顔
固
と
し
て
、
仏
法
伝
来
以
前
の
震
且
に
派
遣
し
た
と
す

る
説
が
あ
る
。

さ
て
尺
尊
は
、
中
天
竺
に
出
給
へ

E
も
五
天
竺
同
く
法
雨
に
う

る
を
ひ
に
き
。
夫
に
震
旦
固
に
は
出
給
は
ざ
り
し
か
ば
、
未
度

の
衆
生
申
に
を
よ
ぱ
ぬ
ほ
ど
の
事
也
。
教
法
世
に
流
布
す
る
事

無
く
ば
、
争
か
化
度
の
便
り
を
可
得
く
と
て
、
能
々
化
度
利
生

の
器
量
を
は
か
ら
ひ
て
、
迦
葉
、
光
浄
、
月
光
、
三
人
の
大
士

に
仰
付
け
給
け
る
、
善
巧
の
御
調
こ
そ
、
目
出
く
覚
侍
れ
。
是

よ
り
東
に
一
の
小
国
あ
り
。
震
E
固
と
な
づ
く
。
彼
国
の
衆
生

は
、
根
機
浅
し
て
設
化
の
は
か
り
事
に
不
可
叶
、
心
性
極
て
薄

す
け
れ
ば
、
出
世
の
機
に
も
不
倍
、
大
法
を
左
右
な
く
弘
め
つ

る
者
な
ら
ば
、
腸
窓
厭
怠
の
衆
生
の
み
多
て
、
信
ぜ
ず
し
て
中

/
¥
し
か
り
ぬ
ベ
け
れ
ば
、
汝
だ
ち
彼
処
に
先
て
生
を
受
て
、

凡
類
に
同
し
て
世
間
世
俗
の
礼
儀
礼
節
を
授
け
、
因
果
の
理
り

善
悪
の
道
を
教
て
、
機
を
熟
せ
さ
せ
根
を
調
へ
を
は
り
な
ぱ
、
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我
が
教
法
を
流
布
せ
ん
も
、
い
と
そ
む
か
じ
と
覚
る
也
。
利
益

衆
生
の
道
然
し
て
信
ぜ
さ
す
ベ
し
。

-
R
且
既
に
知
此
。
十
方
も

亦
然
な
り
、
と
宣
ベ
給
け
る
に
、
二
一
人
普
躍
、
各
尺
尊
の
教
勅

に
髄
て
。
我
も
1
1・
と
調
機
の
恩
を
は
げ
み
て
、
即
震
且
国
に

生
を
受
け
給
き
。
迦
葉
菩
躍
は
周
の
宣
王
の
御
時
、
魯
固
に
生

て
老
子
と
い
は
れ
給
者
九
月
光
菩
薩
は
顔
固
と
云
賢
才
の
人
に

生
て
、
魯
固
に
化
を
施
し
。
光
浄
菩
薩
は
孔
子
と
生
て
、
周
の

し

〈

り

ゃ

う

ち

き

ヨ

霊
王
の
御
時
、
顔
子
を
母
と
し
叔
梁
を
父
と
想
て
。
尼
丘
山

の
内
に
し
て
生
じ
給
り
。
(
『
耀
天
記
』
「
山
王
事
」
)

こ
の
三
聖
派
遣
説
は
、
そ
の
起
源
を
た
ど
れ
ば
、
『
清
浄
法
行
経
』

に
行
き
着
く
。
『
清
浄
法
行
経
』
と
は
、
『
歴
代
三
宝
紀
』
に
そ
の
経

名
が
見
ら
れ
、
天
台
大
師
智
顕
や
湛
然
の
著
作
に
も
引
用
さ
れ
て
い

る
字
A

も
し
か
し
、
こ
の
経
は
本
来
偽
経
で
あ
り
、
六
朝
の
こ
ろ
、

仏
教
が
道
教
・
儒
教
に
対
す
る
優
位
を
示
す
為
に
、
特
に
道
教
側
の

主
張
す
る
老
子
化
胡
説
『
老
子
化
胡
経
』
に
対
抗
し
て
作
ら
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
字
立
つ
ま
り
、
三
聖
派
遣
説
は
、
穆
王
説

話
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
対
老
子
化
胡

説
と
い
う
、
そ
の
意
図
も
穆
主
説
話
と
共
通
し
て
い
る
。
当
然
、
こ

の
偽
経
を
最
も
よ
く
引
用
し
、
利
用
し
た
の
も
、
穆
王
説
話
と
同
じ

く
、
一
連
の
護
法
書
で
あ
り
、
例
え
ば
、
『
破
邪
論
』
や
道
安
『
二

教
諭
』
、
道
宣
『
広
弘
明
集
』
所
引
「
決
対
惇
突
廃
仏
法
僧
事
」
な

E
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
三
聖
派
遣
説
に
よ
る
こ
と
で
、
仏
陀
の
老

子
に
対
す
る
先
行
を
示
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
老
干
の
道
教
お
よ
び

孔
子
・
顔
回
の
儒
教
を
、
す
べ
て
仏
教
流
布
の
方
便
と
し
て
、
仏
教

に
包
摂
し
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

「
山
主
事
」
に
、
こ
の
三
聖
派
遣
説
が
引
用
さ
れ
た
理
由
は
、
日

本
で
の
本
地
垂
迩
と
同
様
に
、
震
且
に
も
本
地
と
垂
迩
の
構
造
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
ろ
う
。
対
道
教
・
対
仏
教
の
理
論
と
し

て
護
法
書
に
お
い
て
重
視
さ
れ
て
い
た
理
論
を
、
山
主
神
道
理
論
の

裏
付
け
と
な
る
理
論
と
し
て
用
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
「
山
王
事
」

の
『
滑
浄
法
行
経
』
利
用
に
つ
い
て
は
、
既
に
指
摘
が
あ
る
が
っ
王
、

先
に
見
た
穆
主
説
話
と
護
法
書
と
の
関
係
を
見
れ
ば
、
護
法
書
の
存

在
も
ま
た
、
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
「
山
主
事
」
は
、
護
法
書
の
世
界
と
密
着
し
て
い
る
。

穆
主
説
話
だ
け
を
み
る
と
、
「
山
主
事
」
に
お
い
て
は
、
法
華
経
と

の
直
接
の
結
び
つ
き
が
生
じ
、
ま
た
皇
太
子
へ
と
受
け
継
が
れ
た
こ

と
が
記
さ
れ
、
護
法
書
の
世
界
か
ら
の
即
位
法
縁
起
詞
へ
の
飛
履
の

過
程
が
伺
え
る
。
し
か
し
、
穆
主
説
話
の
「
山
王
事
」
で
の
役
割
は
、

あ
く
ま
で
も
、
仏
陀
の
生
没
年
の
例
証
で
あ
り
、
依
然
と
し
て
、
護

法
書
の
理
論
の
強
い
影
響
下
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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玉
、
慈
童
説
話



こ
こ
ま
で
穆
主
説
話
と
護
法
書
の
関
係
を
見
て
き
た
が
、
護
法
書

に
由
来
す
る
穆
王
説
話
に
は
慈
童
は
登
場
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
い

わ
ゆ
る
慈
童
説
話
は
、
本
稿
冒
頭
に
示
し
た
よ
う
に
、
穆
王
を
主
人

公
と
す
る
穆
王
説
話
部
分
{
五
十
三
頁
①
1
③
参
照
)
と
、
慈
童
が

登
場
す
る
狭
義
の
慈
童
説
話
部
分
(
同
④
1
参
照
)
の
二
段
で
構
成

さ
れ
て
い
る
。
阿
部
氏
は
、
尊
海
の
『
即
位
法
門
』
の
所
説
お
よ
び

そ
の
背
景
と
な
る
天
台
口
伝
法
門
に
関
わ
る
諸
書
を
博
捜
し
、
慈
童

説
話
と
恵
心
流
の
僧
・
心
賀
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
「
慈
童
説
話
は

心
賀
が
創
作
し
た
可
能
性
が
大
い
に
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
点
の
立
証

は
今
後
に
侯
っ
と
こ
ろ
が
多
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、

穆
主
説
話
部
分
に
つ
い
て
は
、
護
法
論
の
世
界
か
ら
出
た
も
の
で
あ

り
、
阿
部
氏
の
想
定
通
り
で
あ
れ
ば
、
穆
主
説
話
と
狭
請
の
慈
童
説

話
と
は
全
く
別
の
由
来
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

今
、
そ
の
狭
義
の
慈
童
説
話
が
穆
主
説
話
に
付
加
さ
れ
た
理
由
を

論
じ
る
用
意
は
全
く
な
い
。
た
だ
、
狭
義
の
慈
童
説
請
の
発
生
源
に

近
い
と
考
え
ら
れ
る
、
そ
の
『
即
位
法
門
』
に
お
い
て
も
、
穆
主
説

話
は
、
基
本
的
に
、
釈
迦
の
生
没
年
代
に
関
わ
る
説
話
と
し
て
扱
わ

れ
て
い
る
。

劃
に
知
剰
出
劃
の
一
を
司
判
閥
、
天
竺
の
頻
婆
閤
ら
主
、

唐
土
の
周
穆
玉
、
日
本
の
神
武
皇
帝
の
時
也
。
然
る
に
周
の
穆

玉
、
八
疋
の
駒
と
一
五
、
・
(
『
即
位
法
門
』
含

TE)

つ
ま
り
、
『
即
位
法
門
』
に
お
い
て
も
、
護
法
書
の
影
響
か
ら
完

全
に
独
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
狭
義
の
慈
童
説
話
も
、
護
法

書
か
ら
、
少
な
か
ら
ず
影
響
を
受
け
て
い
る
可
龍
性
が
あ
る
。

こ
こ
で
、
諸
書
の
慈
童
説
話
と
比
較
す
る
と
、
穆
主
説
話
部
分
に

は
諸
書
で
大
き
な
差
は
な
い
。
し
か
し
、
狭
義
の
慈
童
説
話
に
関
し

て
は
お
よ
そ
三
系
統
に
分
類
で
き
る
。
そ
れ
は
、
穆
王
か
ら
慈
童
に

備
が
伝
承
さ
れ
た
と
す
る
も
の

(
A
型
)
、
穆
主
か
ら
秦
の
始
皇
帝

ま
で
は
帝
位
に
お
い
て
継
承
さ
れ
、
始
皇
帝
か
ら
慈
童
に
伝
わ
っ
た

と
す
る
も
の

(
B
型
)
、
穆
王
か
ら
慈
童
に
伝
わ
り
、
そ
の
慈
童
か

ら
貌
の
文
帝
に
伝
わ
っ
た
と
す
る
も
の

(
C
型
て
の
三
系
統
で
あ

る。

C
型
(
『
太
平
記
』
や
『
和
漢
朗
詠
集
』
注
釈
書
類
、
謡
曲
な

ど
)
は
、
一
且
は
穆
主
か
ら
慈
童
に
伝
わ
る
点
で
は
A
型
と
共
通
し
、

そ
こ
に
漢
詩
文
の
知
識
を
経
由
し
て
「
識
の
文
帝
」
が
持
ち
込
ま
れ

た
後
出
の
形
態
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
後
出
の
C
型
は
考
察
の
外
に

置
き
、
残
る
A
・
B
二
系
統
に
つ
い
て
、
護
法
論
と
の
関
係
に
触
れ

て
み
た
い
。

本
稿
で
注
目
す
る
の
は
、

B
型
慈
童
説
話
に
お
い
て
、
秦
の
始
皇

帝
が
慈
童
に
偶
を
授
け
て
い
る
点
で
あ
る
。

慈
童
が
登
場
す
る
本
説
話
の
文
献
上
の
初
出
例
、
真
言
宗
僧
・
頼

磁
の
『
真
俗
雑
記
問
答
紗
』
「
臨
豚
菊
水
事
」
(
一
二
六

O
年
)
に
も
、

秦
の
始
皇
帝
の
時
代
に
「
小
童
」
が
法
華
経
の
発
題
を
受
け
継
い
だ
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こ
と
が
記
さ
れ
、
菊
水
・
郡
勝
と
い
っ
た
言
葉
も
既
に
登
場
し
て
い

る
。
そ
の
簡
潔
な
記
述
か
ら
、
当
時
、
す
で
に
天
台
即
位
法
縁
起
の

世
界
が
あ
り
、
そ
れ
が
他
宗
に
ま
で
流
れ
込
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
穆
主
説
話
を
単
独
で
記
す
「
山
主
事
」
と
近
い
時
期
に
、
慈
童

説
話
、
も
既
に
存
在
し
、
秦
の
始
皇
帝
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
な
ぜ
、
慈
童
な
い
し
彰
祖
と
始
皇
帝
と
が
結
び
つ
き
う

る
の
か
、
漢
籍
・
仏
典
・
道
教
経
典
等
で
の
関
連
は
見
当
た
ら
な
い
。

唯
て
『
即
位
法
門
』
に
は
、
「
唐
土
に
国
を
乱
す
始
は
、
秦
の
始
皇

也
」
と
あ
る
が
、
園
の
乱
れ
た
例
は
始
皇
帝
に
限
ら
ず
、
そ
こ
に
理

由
を
求
め
る
の
は
、
か
な
り
苦
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
む
し

ろ
、
こ
の
苦
し
い
理
由
が
付
加
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
始

皇
帝
の
時
代
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
の
不
自
然
さ
を
物
語

っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

こ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
再
び
『
耀
天
記
』
「
山
主
事
」
を

取
り
上
げ
、
「
山
主
事
」
か
ら
即
位
法
鼠
起
の
慈
童
説
話
へ
と
成
長

す
る
過
程
に
注
目
し
て
み
た
い
。
上
述
の
通
り
、
「
山
王
事
」
に
は

穆
主
説
話
部
分
し
か
無
く
、
秦
の
始
皇
帝
は
登
場
し
な
い
。
し
か
し
、

「
還
給
て
叡
慮
の
底
に
納
て
、
人
に
は
語
り
給
は
ず
し
て
、
太
子
に

位
を
譲
り
給
け
る
時
、
是
を
授
け
て
、
次
第
に
し
て
我
様
に
後
主
に

伝
え
授
け
給
へ
と
ぞ
あ
り
け
る
」
(
六
十
頁
参
照
)
と
あ
っ
て
、
す

で
に
、
偏
の
伝
承
が
帝
室
内
の
み
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

こ
の
穆
王
説
話
が
、
天
台
即
位
法
の
即
位
儀
礼
の
由
来
需
と
し
て
、

慈
童
説
話
に
発
展
し
て
い
く
可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、

狭
義
の
慈
童
説
話
を
持
た
ず
、
護
法
論
の
影
響
の
色
濃
い
「
山
王
事
」

に
あ
っ
て
は
、
こ
う
し
た
記
述
を
、
護
法
書
の
世
界
か
ら
改
め
て
考

え
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
「
山
主
事
」
の
穆
王
説
話
を
見
て
み
る
と
、
「
仏
法
漢
土

に
伝
は
る
事
、
御
入
滅
よ
り
以
来
た
、
永
平
十
年
ま
で
、
一
千
一
十

六
年
を
ぞ
経
に
け
る
。
其
間
穆
主
・
」
(
六
十
頁
参
照
)
と
あ
り
、

仏
入
滅
以
来
、
後
漢
明
帝
永
平
年
聞
に
仏
法
が
漢
土
に
伝
わ
る
ま
で

の
聞
に
、
実
は
穆
主
が
既
に
仏
法
を
受
け
て
い
た
事
実
が
あ
る
と
し

て
、
穆
主
説
話
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
通

常
、
広
く
行
わ
れ
て
い
た
説
は
、
「
山
王
事
」
も
触
れ
て
い
る
後
漢

明
帝
の
永
平
年
聞
を
初
来
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
説
と
穆
主
説

話
は
本
来
、
共
存
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
二
説
が
共
存
す
る

た
め
に
は
、
穆
主
が
仏
法
を
受
け
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
漢

明
帝
の
こ
ろ
ま
で
、
仏
法
の
渡
来
が
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
点

に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
理
由
を
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
理
由
こ
そ
、
「
叡
慮
の
底
に
納
て
。
人
に
は
語
り
給
は
ず
」

と
い
う
設
定
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
穆
主
が

他
人
に
は
偶
の
こ
と
を
語
ら
な
か
っ
た
た
め
明
ら
か
に
は
な
っ
て
い

な
か
っ
た
が
、
実
際
に
は
、
仏
法
は
東
流
し
て
い
た
と
い
う
論
理
に

拠
る
こ
と
で
、
二
説
の
矛
盾
は
一
応
解
消
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
同
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様
の
こ
と
が
、
穆
主
が
他
の
聴
衆
に
交
じ
っ
て
説
法
を
聞
い
た
こ
と

に
関
し
て
、
「
霊
山
に
馳
参
て
説
法
花
の
靭
に
て
、
聡
衆
に
列
て
内

証
の
益
に
預
給
け
り
。
さ
れ
ど
も
権
化
の
人
な
れ
ば
、
あ
へ
て
人
に

は
し
ら
れ
た
ま
は
ず
」
{
六
十
頁
参
照
)
と
い
う
注
釈
が
、
わ
ざ
わ

ざ
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
点
に
も
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
作
為
的
な

注
釈
は
、
「
山
主
事
」
の
穆
王
説
話
が
、
通
常
の
後
漢
明
帝
時
初
来

と
す
る
仏
法
東
流
説
に
撞
着
し
な
い
よ
う
に
配
慮
し
て
構
成
さ
れ
て

い
る
こ
k
を
う
か
が
わ
せ
る
。
法
華
経
の
偏
の
伝
承
を
帝
位
の
み
に

限
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
従
来
の
仏
教
東
流
史
へ

の
阻
慮
の
た
め
で
あ
っ
て
、
即
位
法
縁
起
た
る
こ
と
を
意
識
し
た
も

の
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
種
々
の
狭
義
の
慈
童
説
話
の
冒
頭
部
を
見
る

に
、
穆
主
に
授
け
ら
れ
、
帝
室
に
秘
匿
さ
れ
て
来
た
備
が
、
初
め
て

帝
室
外
の
人
物
に
も
伝
わ
る
経
緯
と
し
て
始
ま
る
も
の
が
多
い
。

然
る
に
、
穆
玉
、
尺
尊
よ
り
件
の
一
匂
を
受
け
奉
て
後
、
後
代

に
至
て
、
傍
の
下
衆
の
輩
、
之
を
知
こ
と
無
し
。
然
に
、
唐
土

に
圃
を
乱
す
始
は
、
秦
の
始
皇
也
。
日
本
に
国
を
乱
し
、
王
位

の
威
勢
を
失
品
、
讃
岐
の
院
、
是
也
。
愛
に
、
始
皇
、
后
を
閣

て
、
慈
童
を
愛
し
宝
ふ
事
、
之
有
き
。
(
『
即
位
法
門
』
)

此
文
代
代
帝
王
秘
蔵
為
暑
中
明
珠
。
受
持
冠
中
世
人
無
知
之
。

而
秦
始
皇
帝
時
。
有
云
慈
童
童
子
。

(
『
万
法
甚
深
最
頂
仏
心
法
要
』
合
一
士
一
】
)

職
位
の
み
伝
之
、
余
王
子
不
伝
之
故
に
、
云
当
途
主
経
と
也
。

依
之
、
臣
下
・
大
臣
・
公
卿
ら
に
も
不
教
之
也
。
・
・
・
中
略
・
:
然

に
、
此
文
、
此
事
、
世
間
に
流
布
せ
ん
事
は
、
自
秦
の
始
皇
の

時

、

始

之

。

(

『

秘

密

独

聞

妙

』

《

-Eg)

さ
れ
は
秦
の
始
皇
の
時
迄
は
帝
主
斗
り
御
相
伝
也
。
愛
に
秦
の

始
皇
時
、
慈
童
と
云
童
あ
り
。
(
『
法
華
経
直
談
紗
』
《

-
T
T

恩
)

伺
来
宮
太
子
一
人
外
人
不
知
大
事
、
唯
授
一
人
法
也
、
愛
慈
童

云
御
上
童
一
人
有
之
。(

『
口
伝
普
門
晶
二
句
偶
御
即
位
法
』
【
二
十
事
)
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帝
王
に
の
み
相
伝
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
強
調
し
、
例
外
と
し
て
慈
童

へ
の
伝
授
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
も
の
が
多
い
こ
と
が
わ
か

る
。
狭
義
の
慈
童
説
話
の
主
題
は
、
法
華
経
の
功
徳
を
説
き
、
ま
た

慈
童
に
偶
を
授
け
た
王
の
慈
悲
を
説
く
こ
と
に
あ
る
が
、
同
時
に
、

帝
室
に
の
み
に
伝
わ
っ
た
偶
が
、
初
め
て
流
布
し
始
め
る
経
緯
を
示

す
意
味
も
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
慈
童
へ
の
備
の
伝
来
を
、
「
山
主

事
」
同
様
に
、
仏
教
伝
来
史
の
枠
組
み
か
ら
考
え
る
と
、
こ
れ
は
穆



王
以
来
秘
匿
さ
れ
て
き
た
仏
法
が
震
且
に
広
ま
る
、
最
初
の
事
例
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

上
述
の
通
り
、
「
山
主
事
」
の
穆
主
説
話
は
、
他
の
仏
法
東
流
説

と
の
矛
盾
を
避
け
、
わ
ざ
わ
ざ
周
代
で
の
即
時
の
仏
法
の
流
布
を
否

定
し
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
、
秦
の
始
皇
帝
の
時
代
で

の
、
偶
の
皇
帝
以
外
へ
の
流
布
が
許
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
以
下
に
述
べ
る
通
り
、
護
法
書
に
お
い
て
、
仏
法
東
流
の

最
初
と
し
て
、
後
漢
明
帝
と
と
と
も
に
、
秦
の
始
皇
帝
も
し
ば
し
ば

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
。

仏
法
東
流
に
つ
い
て
は
、
諸
書
に
よ
っ
て
様
々
な
説
が
行
わ
れ
、

主
な
も
の
だ
け
で
も
十
二
説
あ
る
と
い
う
つ
干
宅
そ
の
一
説
に
、
秦

の
始
皇
帝
の
時
代
に
一
度
東
流
し
て
い
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ

の
説
を
記
す
初
例
は
、
次
の
『
歴
代
三
宝
紀
』
で
あ
る
。

文
始
皇
時
、
有
諸
沙
門
釈
利
防
等
十
八
賢
者
、
直
周
経
来
化
。
始

皇
弗
従
、
遂
禁
利
防
等
。
夜
有
金
剛
丈
六
人
来
、
破
獄
出
之
。

始
皇
驚
怖
、
稽
首
謝
駕
。
(
『
歴
代
三
宝
紀
』

『
歴
代
三
宝
紀
』
は
出
典
を
明
か
さ
な
い
が
、
こ
れ
を
承
け
た
法
琳

『
破
邪
論
』
は
、
『
道
安
録
』
や
実
在
の
疑
わ
し
い
朱
土
行
の
経
録

を
挙
げ
て
同
説
を
紹
介
し
て
い
る
。

如
釈
道
安
朱
士
行
等
経
録
目
云
。
始
皇
之
時
、
有
外
国
沙
問
釈

利
房
等
一
十
八
賢
者
、
賓
持
仏
経
来
化
始
皇
。
始
皇
弗
従
、
遂

困
禁
房
等
。
夜
有
金
剛
丈
六
人
、
来
破
獄
出
之
。
始
皇
鷲
怖
、

稽

首

謝

嵩

。

(

冨

邪

論

』

『
法
苑
珠
林
』
な
ど
も
、
こ
の
『
破
邪
論
』
の
記
述
を
継
承
し
て

い
る
が
、
到
底
、
史
実
と
は
到
底
考
え
ら
れ
ず
、
護
法
書
を
介
し
て

諸
書
に
広
が
っ
て
い
っ
た
伝
説
に
す
ぎ
な
い
《
二
IEも
し
か
し
、
秦
代

仏
法
東
流
説
は
、
仏
教
史
の
中
に
あ
る
地
位
を
占
め
る
に
至
り
、
宋

代
の
『
仏
祖
統
紀
』
を
見
れ
ば
、
穆
玉
、
始
皇
帝
、
明
帝
が
、
仏
法

東
流
の
三
段
階
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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述
目
。
仏
法
東
流
蓋
巳
肇
於
穆
王
之
世
、
造
像
建
寺
悉
遵
先
仏

之
旧
制
、
信
過
去
仏
皆
化
及
此
地
。
及
室
利
房
等
持
経
来
剰
、

而
蝋
副
謝
遣
出
境
。
蓋
時
未
至
機
未
熟
耳
。
至
湖
瑚
応
夢
、
二
一

宝
並
興
、
君
臣
民
庶
翁
然
帰
命
。
此
蘇
由
所
謂
、
一
千
年
外
声

教

及

此

之

嘉

応

也

。

(

『

仏

祖

統

紀

』

)

『
仏
祖
統
紀
』
は
永
平
年
間
説
に
立
つ
た
め
、
秦
代
は
「
蓋
時
未
至

機
未
熟
耳
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
一

E
は
唐
土
に
ま
で
仏
法
が
伝
わ

っ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
仏
法
伝
来
の
重
要
な
一
過
程
と
見
な
さ
れ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。



こ
う
し
た
秦
代
仏
法
渡
来
説
は
日
本
に
も
見
ら
れ
る
。
前
述
の
、

末
尾
で
穆
王
説
話
に
わ
ず
か
に
触
れ
る
『
今
昔
物
語
集
』
巻
六
「
震

旦
秦
始
皇
時
、
天
竺
僧
渡
語
第
ご
は
震
旦
仏
法
部
最
初
に
配
さ
れ
、

「
震
旦
後
漢
明
帝
時
、
仏
法
渡
語
第
一
ご
に
接
続
す
る
。
ま
た
、
穆

王
説
話
を
持
つ
『
唐
鏡
』
に
も
、
「
天
竺
沙
門
将
来
仏
教
事
」
・
「
仏

法
始
渡
事
」
と
し
て
秦
始
皇
帝
・
後
漢
明
帝
の
記
事
が
あ
る
。
こ
れ

ら
は
、
日
本
で
も
、
仏
法
東
流
の
段
階
に
関
し
て
、
同
様
の
認
識
が

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
元
来
、
護
法
書

に
由
来
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
山
主
事
」
の
穆
王
説
話
が
、
周
到
に
他
の
仏
法
東
流
説
と
の
矛

盾
を
避
け
て
い
た
の
と
同
様
に
、
狭
義
の
慈
童
説
話
で
も
ま
た
、
穆

王
の
得
た
法
華
経
の
偏
は
、
泰
代
ま
で
は
皇
太
子
に
の
み
継
承
さ
れ

た
と
し
、
そ
の
流
布
を
帝
室
の
み
に
限
定
し
て
い
た
。
そ
こ
に
「
山

王
事
」
同
様
に
、
仏
法
東
流
説
と
の
撞
着
を
避
け
る
意
識
が
受
け
継

が
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
秦
の
始
皇
帝
と
い
う
慈
童
説
話
の
時
代
設

定
も
、
護
法
書
が
主
張
す
る
仏
教
渡
来
伝
説
と
の
関
係
に
お
い
て
設

定
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
慈
童
説
話
の
時
代

を
、
秦
の
始
皇
帝
の
時
代
と
す
る
こ
と
で
、
少
な
く
と
も
仏
法
伝
来

の
時
期
に
関
し
て
の
問
題
は
小
さ
く
な
る
と
い
え
る
。

さ
ら
に
、
仏
法
伝
来
史
へ
の
意
識
を
う
か
が
わ
せ
る
例
は
、
別
の

形
態
の
慈
童
説
話
に
も
あ
る
。
例
え
ば
、
阿
部
氏
の
示
さ
れ
た
『
鬼

濯
頂
式
』
が
そ
れ
で
あ
る
。

其
後
、
代
々
主
位
計
り
相
伝
し
給
故
也
。
其
後
、
漢
の
明
帝

之
時
、
彰
祖
仙
人
、
幼
童
に
て
御
座
せ
し
時
の
、
是
を
帝
王

御
簡
愛
有
し
也
。
ー
ー
申
略
|
|
御
帝
主
御
悲
み
有
て
、
此

の
普
門
品
の
相
承
を
授
け
給
ふ
也
。
其
よ
り
天
下
に
之
弘
む
。

(
『
見
濯
頂
式
』
【
一
干
&
)

こ
こ
で
は
他
書
と
は
異
な
り
、
「
漢
の
明
帝
」
が
彰
祖
に
偶
を
伝

え
て
い
る
。
こ
う
し
た
形
態
は
他
に
見
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
、
慈
童

説
話
を
記
し
た
後
、
「
其
よ
り
天
下
に
之
弘
む
」
と
、
こ
れ
を
き
っ

か
け
に
、
こ
の
偶
が
世
に
伝
わ
っ
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
上
述

の
通
り
、
「
漢
の
明
帝
」
は
、
仏
教
史
書
に
お
い
て
、
震
且
仏
法
渡

来
の
最
初
と
さ
れ
る
皇
帝
に
他
な
ら
な
い
。
「
漢
の
明
帝
」
の
時
代

で
あ
れ
ば
、
「
其
よ
り
天
下
に
之
弘
む
」
と
し
て
も
問
題
は
な
い
。

こ
の
『
鬼
濯
頂
式
』
は
慈
童
説
話
の
変
奏
の
一
形
態
で
は
あ
る
が
、

そ
の
慈
童
説
話
の
中
に
、
護
法
書
の
論
じ
た
仏
教
渡
来
史
へ
の
意
識

が
あ
る
こ
と
が
見
て
と
れ
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
慈
童
説
話
が
、
心
賀

に
よ
っ
て
穆
王
説
話
に
持
ち
込
ま
れ
、
即
位
法
の
形
に
整
え
ら
れ
、

天
台
口
伝
法
門
の
な
か
に
定
着
し
て
い
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な

い
。
慈
童
説
話
そ
の
も
の
は
、
中
園
の
仏
教
書
に
は
な
く
、
阿
部
氏

の
論
じ
ら
れ
た
よ
う
に
、
日
本
で
心
賀
周
辺
町
口
伝
法
門
の
中
か
ら

作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
う
。
た
だ
、
そ
の
時
代
設
定
等
に
は
、
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穆
主
説
話
が
、
本
来
、
護
法
書
の
世
界
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
、
暗
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
よ
う
に
思
う
包
干
主

次
に
、
慈
童
が
彰
祖
と
な
っ
た
と
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
も
、
簡
単

に
触
れ
て
お
き
た
い
。

彰
祖
は
、
『
論
畳
間
』
述
而
篇
冒
頭
「
子
目
、
述
而
不
作
、
信
而
好

古
、
窃
比
我
於
老
彰
」
の
「
老
彰
」
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

例
え
ば
、
皇
侃
『
論
語
集
解
義
疏
』
は
、
「
老
彰
、
彰
祖
也
。
年
八

百
歳
、
故
日
老
彰
也
」
と
注
し
て
い
る
ョ
ー
+
も
そ
の
一
方
で
、
「
鄭
云
、

老
老
輔
、
彰
彰
祖
」
(
『
経
典
釈
文
』
)
と
い
う
老
子
彰
祖
並
列
説
や
、

老
子
影
祖
同
一
説
{
『
経
典
釈
文
』
荘
子
音
義
「
彰
祖
|
|
ム
中
略

ー
ー
世
本
云
、
姓
錯
、
名
鰹
、
在
商
為
守
蔵
史
、
在
周
住
下
史
、
年

八
百
歳
、
鐘
音
襲
、
二
E
即
老
子
也
」
}
ま
で
生
み
出
し
た

2
E
も

ま
た
、
『
抱
朴
子
』
や
『
神
仙
伝
』
に
は
、
『
列
仙
伝
』
に
は
見
ら
れ

な
か
っ
た
「
其
後
七
十
除
年
、
聞
人
於
流
沙
之
西
見
之
」
(
『
神
仙
伝
』
)

と
い
う
、
明
ら
か
に
老
子
の
西
遊
伝
説
と
混
同
さ
れ
た
伝
が
付
加
さ

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
坂
出
祥
伸
氏
は
、
「
後
漢
末
か

ら
貌
晋
に
か
け
て
の
問
、
彰
祖
が
老
子
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
、
あ
る

い
は
老
子
と
混
同
さ
れ
る
ほ
ど
の
道
の
体
得
者
と
し
て
尊
崇
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
三
士
宮
ま
た
、
『
列
仙
伝
』
と
『
神

仙
伝
』
の
両
書
に
共
通
し
て
伝
の
あ
る
仙
人
は
、
老
子
と
彰
祖
に
限

ら
れ
る
点
に
も
、
そ
の
尊
崇
が
現
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
護
法
書
の

世
界
に
お
い
て
も
、
上
述
の
『
論
語
』
「
述
而
篇
」
の
記
述
に
つ
い

て
、
『
二
教
諭
』
、
『
集
古
今
僻
道
論
衡
』
に
言
及
が
あ
る
他
、
『
排
E

論
』
な
E
に
も
彰
祖
の
名
が
見
え
、
仏
教
側
か
ら
も
道
教
側
の
代
表

的
聖
人
の
一
人
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
日
本
で
も
、
彰

祖
は
、
道
教
に
お
け
る
長
生
術
・
養
生
術
、
す
な
わ
ち
「
彰
祖
が

術
」
三
十
三
の
第
一
人
者
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
彰
祖
の
伝
を
見
る
と
、
最
も
早
い
『
列
仙
伝
』
で
は
、
簡
潔

な
紹
介
が
為
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
『
神
仙
伝
』
に
至
っ
て
、
そ

の
描
写
は
か
な
り
詳
細
に
な
り
、
長
文
の
伝
と
な
る
。
そ
の
内
容
は
、

①
彰
祖
は
七
百
余
歳
で
少
年
の
様
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
股
王
が
そ
の

長
生
を
知
り
、
采
女
と
い
う
女
官
を
派
遣
し
た
、
②
そ
の
女
官
か
ら

伝
え
聞
い
た
術
を
主
が
実
践
す
る
と
効
果
が
す
ば
ら
し
か
っ
た
、
③

主
は
そ
れ
を
一
人
独
占
し
よ
う
と
彰
祖
を
諒
殺
し
よ
う
と
し
た
、
④

彰
祖
は
そ
れ
を
知
っ
て
行
方
を
肱
ま
せ
た
、
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
『
神
仙
伝
』
と
慈
童
説
話
と
を
比
較
す
る
と
、
慈
童
説
話
で

は
、
道
教
側
の
諸
資
料
と
ち
ょ
う
ど
正
反
対
の
状
況
と
な
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
道
教
側
の
資
料
で
は
、
彰
祖
は
、
自
ら
の
道
術
に

よ
っ
て
長
命
を
保
ち
、
そ
れ
を
王
に
授
け
た
存
在
で
あ
っ
た
が
、
諮

童
説
話
で
は
、
逆
に
、
彰
祖
は
王
か
ら
法
華
経
を
授
け
ら
れ
、
そ
の

功
徳
に
よ
っ
て
長
命
を
保
つ
こ
と
が
で
き
た
存
在
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
慈
童
説
話
で
は
、
慈
童
H
彰
祖
の
長
生
は
、
す

べ
て
法
華
経
の
備
の
力
と
言
う
こ
と
に
な
り
、
道
教
独
自
の
長
生
術

・
神
仙
術
の
効
験
が
、
法
華
経
の
功
徳
の
中
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
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っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
対
道
教
護
法
論
的
見
地
に
立
て
ば
、
老
子
を

仏
弟
子
と
す
る
三
聖
派
遣
説
と
同
じ
く
、
道
教
側
の
代
表
的
人
物
を

仏
教
世
界
の
中
に
取
り
込
む
も
の
で
あ
り
、
仏
教
側
に
と
っ
て
、
か

な
り
都
合
の
よ
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
護
法
書
に
は
、

慈
童
説
話
に
類
す
る
説
話
は
見
当
た
ら
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
推
測

の
域
を
出
な
い
が
、
慈
童
説
話
に
彰
祖
と
い
う
人
物
が
登
場
す
る
こ

と
に
な
っ
た
発
端
的
意
図
に
も
、
護
法
論
的
な
思
想
が
継
承
さ
れ
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

六
、
『
天
地
神
祇
審
鎮
要
記
』

最
後
に
、
慈
遍
『
天
地
神
祇
審
鎮
要
記
』
に
見
ら
れ
る
穆
主
説
話

を
取
り
上
げ
る
。
「
山
主
事
」
と
同
じ
く
山
主
神
道
の
理
論
書
で
あ

る
。
そ
こ
に
、
や
や
成
長
し
た
形
の
穆
玉
説
話
が
見
ら
れ
る
。
即
位

法
門
と
は
直
接
関
わ
ら
な
い
形
で
成
長
し
、
か
つ
護
法
書
の
影
響
の

濃
い
穆
主
説
話
と
し
て
、
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。

而
及
劫
末
以
時
至
拙
。
衆
生
苦
重
五
濁
切
盛
。
自
非
大
聖
之
善

巧
者
、
何
度
群
迷
之
妄
乱
也
。
故
皇
太
神
冥
帰
本
層
、
永
止
託

宣
広
譲
仏
説
、
所
以
仏
神
内
証
不
異
。
即
知
本
遺
外
用
糧
問
。

是
以
伝
聞
、
彼
周
成
主
之
代
、
於
西
天
雲
見
五
色
光
域
。
聯
召

相
者
令
占
之
時
。
謂
西
方
有
真
人
。
出
世
乃
称
之
仏
。
所
説
之

教
施
五
節
欺
。
故
現
五
色
。
彼
仏
之
語
将
来
斯
土
其
奇
瑞
也
。

愛
有
皇
子
、
競
穆
太
子
。
即
開
此
徳
心
中
立
誓
。
吾
得
王
位
必

往
西
天
直
詞
彼
仏
。
然
則
継
代
広
勅
天
下
。
令
求
龍
馬
得
八
疋

駒
。
或
謂
穆
玉
造
鳳
主
車
、
於
其
入
方
偲
彼
入
龍
。
忽
乗
此
車
、

飛
去
西
方
。
先
蛍
干
乾
、
有
一
高
山
。
而
仙
人
住
。
尋
伺
仏
処
。

仙
人
告
目
。
自
此
嘗
巽
、
有
称
霊
山
。
仏
在
説
法
云
々
。
故
亦

飛
行
既
至
彼
山
。
而
他
国
人
由
排
儀
而
過
退
凡
下
乗
塔
婆
。
令

鳳
王
車
直
馳
会
場
。
八
国
大
主
各
騒
之
処
、
仏
告
衆
目
、
震
且

国
王
為
聴
我
法
不
識
之
来
。
故
八
国
王
及
一
会
衆
同
憐
而
喜
共

快
坐
。
然
従
華
厳
乃
至
法
華
一
代
説
教
化
縁
将
詑
。
仏
為
穆
王

設
別
会
説
。
即
謂
称
淵
潮
淵
伺
剖
云
々
。
抑
授
法
華
(
至
要
普

門
)
仏
為
穆
王
直
用
漢
語
(
広
略
異
説
)
備
旨
更
間
取
詮
。
穆

主
伝
薩
達
摩
、
帰
吾
震
且
、
治
固
化
民
超
古
秀
今
一
五
々
。
穆
主

相

々

々

而

同

周

剥
制
刈
射
1
吋
コ
刊
伺
叶
剖
剛
対
剖
叶
対
刷
刻
刻
『
刈
測
剖
淵

到
副
樹
叶
斜
刻
州
利
剤
『
剥
閥
制
倒
1
剥
嗣
剰
刻
利
叫
創
刊
。

而
周
霊
主
其
主
子
晋
、
発
心
厭
位
入
天
台
山
。
立
読
調
行
、
得

長
命
。
称
読
諦
仙
人
。
変
為
白
猿
。
自
領
此
山
。
所
以
世
俗
呼

日
山
主
。
法
爾
得
名
。
本
有
徳
自
応
三
才
。

(
『
天
地
神
祇
審
鎮
要
記
』

E
1
5
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内
容
を
見
る
に
、
穆
王
が
釈
迦
に
出
会
い
、
説
法
を
聞
く
場
面
の
描

写
が
、
『
耀
天
記
』
「
山
王
事
」
よ
り
も
さ
ら
に
詳
細
に
な
っ
て
い
る

こ
と
に
加
え
、
こ
こ
で
は
『
清
浄
法
行
経
』
が
説
か
れ
た
と
さ
れ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
法
華
経
に
関
し
て
‘
も
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、

『
滑
浄
法
行
経
』
の
名
が
示
さ
れ
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

上
述
の
通
り
、
『
清
浄
法
行
経
』
と
は
、
二
一
聖
派
遣
説
の
根
拠
と

な
っ
た
偽
経
で
あ
る
。
こ
こ
は
本
地
垂
誼
を
説
く
こ
と
が
目
的
の
箇

所
で
あ
り
、
中
国
に
於
け
る
本
地
垂
遮
の
例
と
も
い
え
る
三
聖
派
遣

説
の
典
拠
経
典
『
清
浄
法
行
経
』
が
持
ち
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
『
天
地
神
祇
審
鎮
要
記
』
の
場
合
に
は
、
そ
の
『
滑
浄
法

行
経
』
が
、
穆
王
説
話
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
震
E
か
ら
や
っ

て
き
た
穆
主
に
対
し
て
、
釈
迦
が
自
ら
『
清
浄
法
行
経
』
を
直
接
説

く
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
震
旦
へ
の
仏
法
流
布
の
準
備
と

し
て
、
周
代
に
相
次
い
で
誕
生
す
る
三
聖
の
派
遣
を
、
釈
迦
が
穆
王

に
直
接
に
予
言
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
穆
王
説
話
は
、

本
来
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
昭
主
甲
寅
生
誕
説
と
と
も
に
、
三

聖
派
遣
説
お
よ
び
『
清
浄
法
行
経
』
を
も
裏
付
け
る
機
能
を
持
つ
こ

と
に
な
る
。
先
述
の
通
り
、
三
聖
派
遣
説
も
穆
主
説
話
も
、
共
に
道

教
・
儒
教
に
対
す
る
仏
教
の
先
行
・
優
位
を
説
く
護
法
書
の
論
理
を

担
う
言
説
で
あ
っ
た
。
同
じ
土
壌
か
ら
生
ま
れ
た
説
話
と
偽
経
と
が

結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
中
国
の
護
法
書
類
に
は
、
こ
う
し
た
形
の
穆
王
説
話
は

見
い
だ
し
得
な
か
っ
た
。
本
書
の
作
者
・
慈
遍
は
『
豊
葦
原
神
風
和

記
』
に
お
い
て
・
も
、
『
清
浄
法
行
経
』
由
来
の
三
聖
派
遣
説
を
引
用

し
、
本
地
垂
迩
説
の
裏
付
け
と
し
て
用
い
て
お
り
、
『
清
浄
法
行
経
』

の
内
容
も
熟
知
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
地
垂
迩
思
葱
の
理
論

的
背
景
と
な
る
『
滑
浄
法
行
経
』
を
権
威
付
け
る
べ
く
、
穆
王
説
話

を
慈
遍
自
身
が
改
変
し
た
も
の
だ
ろ
う
。

た
だ
、
『
天
地
神
祇
審
鎮
要
記
』
の
慈
童
説
話
は
、
非
常
に
簡
略

で
あ
っ
た
。
『
天
地
神
祇
審
鎮
要
記
』
に
お
い
て
、
比
重
が
大
き
い

の
は
、
む
し
ろ
、
慈
童
説
話
の
後
に
語
ら
れ
る
主
子
晋
説
話
で
あ
る
。

王
子
耳
目
説
話
と
は
、
周
の
霊
王
の
時
に
至
っ
て
、
王
子
副
首
が
発
心

し
、
帝
位
を
疎
ん
で
天
台
山
に
入
山
し
、
仙
人
と
な
っ
た
と
す
る
説

話
で
あ
る
。
こ
の
王
子
晋
が
、
天
台
山
の
守
護
神
と
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
、
成
尋
『
参
天
台
五
蓋
山
記
』
な
ど
で
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、

道
士
徐
霊
府
の
『
天
台
山
記
』
に
「
真
人
周
量
王
太
子
喬
宇
子
晋
、

好
吹
隼
作
鳳
鳴
於
伊
舗
問
、
道
人
浮
近
公
接
以
上
嵩
山
、
三
十
余
年

後
、
求
之
不
得
、
偶
乗
白
鶴
謝
時
人
而
去
。
以
仙
官
授
任
為
桐
柏
。

真
人
右
弼
王
領
五
岳
。
司
侍
帝
来
治
蕊
山
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
王

子
普
は
『
列
仙
伝
』
に
も
登
場
す
る
仙
人
王
喬
と
同
一
視
さ
れ
る
こ

と
が
多
か
っ
た
言
王
宮
加
え
て
、
『
天
地
神
祇
審
鎮
要
記
』
の
場
合

に
は
、
前
段
の
穆
主
説
話
に
よ
っ
て
、
主
子
晋
の
仙
術
も
ま
た
、
彰

祖
同
様
に
、
穆
主
が
持
ち
帰
っ
た
法
華
経
の
功
徳
の
影
響
下
に
お
か

れ
、
そ
の
功
徳
に
よ
っ
て
天
台
山
を
守
護
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
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し
た
論
理
も
ま
た
、
護
法
書
の
発
想
に
近
い
。

こ
の
王
子
晋
に
つ
い
て
は
、
王
子
普
が
日
本
で
熊
野
権
現
と
な
り
、

衆
生
教
化
の
た
め
の
量
地
を
作
り
上
げ
た
と
す
る
熊
野
権
現
鼠
起
が

あ
る
2
Z
1
8
0

例
え
ば
、
『
唐
鏡
』
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
す
。

此
主
(
注
霊
王
)
の
太
子
を
は
、
主
子
晋
と
申
き
。
繰
嶺
と

い
ふ
山
に
て
、
仙
に
の
ほ
り
て
、
御
位
に
は
即
給
は
す
。
衆
生

教
化
の
た
め
、
日
本
国
に
跡
を
た
れ
給
て
、
熊
野
権
現
と
申
す

説
あ
り
。
も
し
ま
こ
と
な
ら
は
、
利
益
衆
生
の
御
心
さ
し
、
鱒

量
の
お
よ
ふ
へ
き
に
も
あ
ら
す
。
(
『
唐
鏡
』
)

ま
た
、
『
神
道
集
』
巻
二
「
熊
野
権
現
事
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

抑
熊
野
権
現
申
、
役
行
者
婆
羅
門
僧
E
、
併
其
本
地
信
仰
、
凡

縁
起
奉
見
、
往
昔
甲
寅
年
、
唐
自
劃
叫
司
刊
旧
跡
信
日
本
鎮
西

豊
前
国
彦
根
大
撮
天
下
給
、
其
形
八
角
水
精
石
高
三
尺
六
寸
、

其
後
在
々
所
々
御
在
所
求
、
造
年
序
送
後
、
正
熊
野
権
現
顕
。

日
本
人
王
始
神
武
天
主
治
天
七
十
六
年
内
、
第
四
十
三
壬
寅
年
、

剥
創
制
制
対
材
割
判
凶
制
剥
樹
句

H
倒
削
削
制
。
年
序
三

百
除
歳
経
後
帝
王
、
四
十
鈴
代
比
、
役
行
者
婆
羅
門
僧
正
等
参

詣

後

、

御

本

地

顕

給

。

(

『

神

道

集

』

2
E
J

こ
こ
で
、
注
目
す
べ
き
は
、
熊
野
が
、
王
子
晋
が
熊
野
権
現
と
し

て
仏
法
渡
来
以
前
に
あ
っ
た
場
所
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
仏
法

の
渡
来
以
前
か
ら
仏
法
が
垂
迩
し
て
い
た
聖
地
と
し
て
の
重
要
性
が

述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
『
天
地
神
祇
審
鎮
要
記
』
の
王
子

晋
説
話
の
意
味
も
、
「
熊
野
権
現
事
」
に
お
け
る
熊
野
と
同
様
で
あ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
主
子
晋
は
正
当
な
帝
位
の
継
承
者
と
し
て
、
穆

主
の
霊
鷲
山
訪
問
以
来
、
慈
童
を
経
由
し
て
も
な
お
「
不
出
宮
中
」

で
あ
っ
た
法
華
の
至
要
を
継
承
し
て
お
り
、
そ
の
王
子
晋
が
渡
来
し

た
天
台
山
は
、
秦
の
始
皇
帝
な
い
し
後
漢
の
明
帝
の
時
代
の
仏
法
東

流
の
温
か
前
、
周
代
に
既
に
釈
迦
直
伝
の
仏
法
が
伝
わ
っ
て
い
た
唯

一
無
二
の
霊
山
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
仏
教
伝
来
史

の
枠
組
み
へ
の
意
識
は
こ
こ
に
も
生
き
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
天
地
神
祇
審
鎮
要
記
』
の
穆
主
説
話
は
、
二
一
聖

派
遣
説
と
い
う
『
清
浄
法
行
経
』
の
所
説
を
取
り
込
み
、
主
子
晋
伝

説
を
関
連
づ
け
、
天
台
山
お
よ
び
叡
山
を
仏
教
東
流
史
の
中
で
の
特

別
な
位
置
に
配
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
様
々
な
異
説
を
取
り

込
み
な
が
ら
、
理
論
的
に
は
か
な
り
整
備
さ
れ
た
慈
童
説
話
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
発
砲
は
、
穆
王
説
話
を
持
ち
、
『
情
浄
法
行
経
』
を

好
ん
で
引
き
、
道
教
の
包
摂
を
試
み
る
、
護
法
書
の
論
理
の
延
長
上

に
あ
る
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

以
上
、
屋
上
に
屋
を
架
す
が
ご
と
き
論
に
終
始
し
た
感
が
強
く
、

可
能
性
の
指
摘
の
み
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
い
わ
ゆ
る
慈
童
説
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話
の
一
部
を
な
す
穆
王
説
話
が
、
護
法
書
の
中
に
生
ま
れ
、
日
本
で

成
長
し
て
き
た
過
程
の
一
端
を
検
討
し
た
。

早
く
、
『
滑
浄
法
行
経
』
に
注
目
さ
れ
た
石
橋
成
康
氏
は
、
「
『
清

浄
法
行
経
』
の
中
国
・
日
本
に
与
え
た
「
本
地
垂
迩
」
的
影
響
に
つ

い
て
も
、
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
華
夷
思
砲
と
の
関
わ
り

を
含
め
、
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
2
芋&、

そ
の
論
考
を
見
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
日
本
に
お
け
る
、
仏
教

思
想
と
神
祇
信
仰
と
の
撞
着
し
た
状
況
は
、
仏
法
渡
来
以
前
に
成
立

し
て
い
た
儒
教
や
仏
教
と
の
撞
着
を
生
ん
だ
中
国
の
状
況
と
類
似
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
本
稿
で
山
主
神
道
書
の
中
の
穆
主
説
話
に
つ
い

て
見
た
よ
う
に
、
六
朝

1
唐
初
の
中
国
で
著
さ
れ
、
法
琳
ら
の
著
者

を
中
心
と
す
る
対
儒
教
・
対
道
教
理
論
は
、
日
本
に
お
い
て
対
神
祇

信
仰
理
論
の
裏
付
け
と
し
て
援
用
さ
れ
て
い
た
。
護
法
書
類
は
、
奈

良
朝
に
既
に
書
写
記
録
が
あ
り
、
相
当
に
早
く
日
本
に
伝
来
し
、
流

布
を
は
じ
め
て
い
る
三
+
吉
田
本
町
本
地
垂
迩
思
想
の
定
着
に
際
し

て
、
偽
経
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の
偽
経
を
積
極
的
に

活
用
し
た
護
法
書
が
理
論
的
背
景
と
な
っ
て
与
え
た
影
響
も
、
小
さ

く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

〈注〉
〔
ニ
『
太
平
記
』
の
本
文
は
神
宮
徴
古
館
本
(
和
泉
書
院
『
神
宮
徴
古
館

本
太
平
記
』
)
を
審
問
し
た
・
以
下
、
他
の
作
品
も
含
め
、
引
用
本

瓦
は
、
漢
字
を
通
行
の
も
の
に
改
め
、
適
宜
、
送
り
が
な
や
訓
点
等

を
改
め
た
筒
所
が
あ
る
。

(
-
一
)
伊
藤
正
義
「
慈
童
説
話
考
」
『
国
語
国
瓦
』
四
九
一
一
(
一
九
八

O
年
一
一
月
て
阿
部
事
郎
「
慈
童
説
話
の
成
立
上
/
下
」
『
国
語

国
瓦
』
五
三
人
/
九
(
一
九
八
三
年
八
月
/
九
月
)

(
一
一
一
)
築
瀬
一
雄
「
諮
曲
「
慈
童
も
の
」
の
一
考
察
」
『
観
世
』
一
一
一
ー
一

ニ
(
一
九
四
一
年
一
二
月
)

(
四
)
岩
波
書
眉
・
日
本
古
典
文
学
大
系
『
義
経
記
』
補
注

{
玉
)
柳
瀬
喜
代
志
コ
新
楽
府
」
と
「
龍
馬
進
奏
事
」
・
「
天
下
時
勢
粧
事
」
」

『
日
中
古
典
文
学
論
考
』
〔
汲
古
書
院
・
一
九
九
九
年
)
固
ま
た
、
原

田
実
『
日
本
王
権
と
穆
王
伝
承
』
(
批
評
社
・
一
九
九
O
年
)
も
『
歴

代
三
宝
紀
』
『
法
苑
珠
林
』
な
ど
を
典
拠
と
し
て
指
摘
す
る
。

(
六
)
中
世
瓦
葺
叢
書
『
膚
鏡
松
平
文
庫
本
』
に
よ
る
。

(
七
)
和
漢
比
較
文
学
会
第
三
回
特
別
例
会
(
二
O
一
O
年
九
月
三
日
・
於

圃
立
聖
縄
大
学
)
に
お
い
て
口
頭
発
表
を
行
っ
た
a

{
八
)
以
下
に
引
用
す
る
『
井
正
論
』
『
歴
代
三
宝
紀
』
『
破
邪
論
』
『
釈
迦

方
志
』
『
唐
護
法
沙
門
法
琳
別
伝
』
『
続
集
古
今
仏
道
論
衡
』
『
仏
祖
統

紀
』
は
、
す
べ
て
大
正
新
修
大
蔵
経
に
よ
る
.

(
九
)
楠
山
春
樹
「
者
君
伝
と
そ
の
年
代
」
『
老
子
伝
説
の
研
究
』
(
創
文
社

・
一
九
七
九
年
)
、
問
「
中
国
仏
教
に
お
け
る
釈
迦
生
滅
の
年
代
」
『
道

家
思
想
と
道
教
』
〔
平
河
出
旗
社
・
一
九
九
二
年
て
同
「
再
論
、
中

圃
仏
教
に
お
け
る
釈
迦
生
滅
の
年
代
」
言
仏
道
三
教
思
想
論
攻
』
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(
山
害
一
一
屠
仏
書
林
・
一
九
九
一
年
)
な
ど
。

(
十
}
前
掲
注
(
九
)
楠
山
氏
諸
論
文
。
『
列
子
』
の
引
用
は
明
治
書
院
・

新
釈
漢
瓦
大
高
に
よ
る
.

(
十
一
)
前
掲
注
(
九
)
楠
山
氏
諸
論
文
。
『
周
書
具
記
』
は
『
尚
書
』
「
周

書
」
の
別
伝
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
い
う
。

(
十
三
)
『
歴
代
三
宝
紀
』
部
在
公
七
年
説
の
根
拠
と
し
た
奇
瑞
(
五
十
六

頁
書
照
)
を
意
識
し
、
さ
ら
な
る
奇
瑞
を
作
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。

(
十
二
一
)
「
撞
之
」
の
解
釈
は
、
前
掲
注
(
九
)
楠
山
春
樹
「
再
論
、
中
国

仏
教
に
お
け
る
釈
迦
生
滅
の
年
代
」
『
儒
・
悌
・
道
三
教
思
想
論
致
』

〔
山
書
房
仏
書
林
・
一
九
九
一
年
)
を
承
け
た
。

〔
十
四
)
『
周
書
異
記
』

B
に
は
、
「
一
千
平
外
、
声
教
被
且
此
士
」
と
い
う

予
言
が
あ
り
、
そ
れ
が
後
漢
明
帝
の
仏
教
伝
来
を
詳
細
に
記
す
偽
書

『
模
法
本
内
伝
』
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
信
漕
性
部
補
強
さ

れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
両
書
部
「
呉
尚
書
令
闘
沢
・
貌
曇
護
最

法
師
等
所
記
」
(
『
弁
正
論
』
と
い
っ
た
偽
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
重
層
的
な
構
造
に
よ
る
、
用
意
周
到
な
偽
書
の
連
関

に
よ
っ
て
、
『
周
書
異
記
』

B
の
内
容
は
、
昭
王
甲
貫
生
誕
説
と
と
も

に
、
仏
教
史
の
中
に
定
着
し
て
い
っ
た
。

(
十
五
}
続
群
書
類
従
に
よ
る
。
本
来
、
『
輝
天
記
』
と
は
独
立
し
た
も
の

で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
(
岡
閏
精
司
「
躍
天
記
の
一
考
察
|
|
「
山

王
縁
起
」
正
応
写
本
の
出
現
を
め
ぐ
っ
て
」
『
圃
史
学
』
一

O
人
(
一

九
七
九
年
三
月
)
)
.

{
十
六
)
本
田
義
憲
「
今
昔
物
語
集
震
且
部
仏
来
私
諦
資
料
に
関
す
る
一
一
一

の
問
題
」
『
和
漢
比
較
文
学
叢
書
十
四
説
話
文
学
と
漢
文
学
』
(
汲

古
書
院
・
一
九
九
四
年
一
一
月
)
に
指
摘
が
あ
る
。
引
用
は
岩
波
書
庖

・
新
日
本
古
典
文
学
大
高
に
よ
る
。

(
十
七
)
吉
岡
義
豊
「
道
仏
二
教
の
対
弁
書
と
し
て
の
「
漢
法
本
内
伝
」
の

成
立
に
つ
い
て
」
『
道
教
と
仏
教
』
第
一
巻
(
日
本
学
術
振
興
会
・
一

九
五
九
年
)

(
十
人
)
菩
瞳
と
三
聖
と
の
対
応
は
諸
書
で
具
な
る
師
、
「
山
王
事
」
は
、

智
顕
『
摩
商
止
観
』
「
我
遺
三
聖
化
彼
真
丹
」
に
対
す
る
湛
然
の
注
「
清

浄
法
行
経
云
、
月
光
菩
薩
彼
称
顔
回
、
光
浄
菩
薩
彼
称
仲
尼
、
迦
葉

菩
薩
彼
称
老
子
」
〔
『
止
観
輔
行
伝
弘
決
』
(
大
正
新
修
大
蔵
経
に
よ
る
)
)

と
一
致
す
る
。

(
十
九
)
『
七
寺
古
逸
経
典
研
究
叢
書
第
二
巻
中
園
撰
述
経
典
(
其
之

一
一
)
』
(
大
東
出
版
社
・
一
九
九
六
年
)
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

{
-
一
十
)
今
堀
太
逸
「
寺
社
の
信
仰
に
つ
い
て
」
『
神
祇
信
抑
の
展
開
と
仏

教
』
{
台
川
弘
瓦
館
・
一
九
九

O
年
)
。
ま
た
、
宜
海
玄
哲
「
『
消
持
法

行
経
』
解
題
」
『
七
寺
古
逸
経
典
研
究
叢
書
第
三
巻
中
園
撰
述
経

典
(
其
之
二
)
』
(
大
東
出
版
社
・
一
九
九
六
年
}
も
「
者
・
孔
・
顔

三
聖
が
仏
弟
子
で
あ
る
と
い
う
説
を
、
荒
唐
無
稽
と
言
い
切
れ
な
か

っ
た
事
情
前
中
国
仏
教
界
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
一
一
一
聖
教
化
説
が
日
本

に
お
い
て
は
、
仏
教
流
布
の
論
拠
、
本
地
垂
誼
説
の
経
証
と
さ
れ
、

よ
り
一
層
重
要
な
役
割
を
呆
た
し
た
と
思
わ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
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(
一
一
十
一
)
前
掲
注
竺
一
)
阿
部
氏
論
文
に
よ
る
。

(
一
一
十
三
)
大
日
本
仏
教
全
書
に
よ
る
。

(
一
一
十
一
一
一
)
前
掲
注
(
二
)
阿
部
氏
論
文
に
よ
る
。

(
一
一
十
四
)
臨
川
書
眉
『
法
華
経
置
談
紗
』
に
よ
る
。

(
一
一
十
五
)
松
本
郁
代
「
『
口
伝
普
門
品
三
句
偏
御
即
位
法
』
|
|
真
言
高

慈
童
説
話
」
『
中
世
王
権
と
即
位
溜
頂
l
|
皇
教
の
な
か
の
歴
史
叙
述
』

(
森
話
社
・
ニ

O
O五
年
)
に
よ
る
。

(
一
一
十
六
)
長
揮
和
俊
『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
』
(
講
談
社
学
術
文
庫
一
九
九

三
年
)
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
一
説
は
穆
玉
説
話
で
あ
る
。

〔
二
十
七
)
塚
本
善
隆
「
仏
教
初
伝
の
諸
相
」
『
中
国
仏
教
通
史
』
一
(
春

秋
社
・
一
九
七
九
年
)

(
一
一
十
人
)
前
掲
注
竺
一
)
阿
部
氏
論
文
に
よ
る
。

(
一
一
十
九
)
他
に
『
一
乗
拾
玉
抄
』
や
『
文
句
大
綱
私
見
聞
』
な
E
は
、
彰

祖
師
穆
王
か
ら
備
を
伝
え
ら
れ
た
と
す
る
(
A
型
}
。
明
代
の
『
列
仙

全
伝
』
(
台
湾
学
生
書
局
・
中
国
民
間
信
仰
資
料
葉
編
)
な
ど
で
は
、

『
神
仙
伝
』
中
の
「
玉
」
が
「
穆
王
」
と
さ
れ
(
「
閣
制
銭
鰹
。
帝
顕

項
玄
孫
、
司
鮒
討
対
倒
叶

4
司
叶
司
斜
調
。
而
不
衰
好
倍
静
。
惟
以

養
神
治
生
為
事
・
割
到
聞
之
。
以
為
太
夫
。
」
}
、
「
彰
祖
」
と
「
穆
玉
」

に
縁
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
.
し
か
し
、

A
型
慈
童
説
話
と
の
関
連

は
不
明
で
あ
る
.

〔
三
十
)
知
不
足
蔚
叢
書
に
よ
る
。

〔
三
十
一
)
中
華
書
局
『
経
典
釈
文
葉
校
』
に
よ
る
。

{
二
一
十
二
)
坂
出
祥
伸
「
彰
祖
伝
説
と
『
彰
祖
経
』
」
『
道
教
と
養
生
思
想
』

(
ベ
り
か
ん
杜
・
一
九
九
三
年
)
。
日
本
で
も
「
彰
祖
仕
周
」
(
『
菅
家

瓦
草
』
と
、
本
来
者
子
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
「
仕
周
」
と
い

う
言
葉
を
用
い
て
、
老
子
同
様
、
周
代
町
人
物
と
見
な
す
例
が
あ
る
。

(
二
一
十
二
一
)
『
和
漢
朗
詠
集
』
九
日
付
菊
「
故
事
を
漢
武
に
採
れ
ば
、
す
な

は
ち
赤
直
宮
人
の
衣
に
摘
め
り
。
革
問
跡
を
貌
文
に
尋
由
れ
ば
、
ま
た

黄
花
彰
祖
が
術
を
助
く
」
(
岩
波
書
唐
・
日
本
古
典
文
学
大
系
)

(
二
一
十
四
)
天
台
宗
全
書
に
よ
る
。

{
一
一
一
十
五
)
井
上
以
智
轟
「
天
台
山
に
於
け
る
道
教
と
仏
教
」
『
東
洋
史
論

叢
』
(
弘
文
堂
・
一
九
三
一
年
)

{
二
一
十
六
)
吉
原
糟
人
コ
天
台
山
の
王
子
信
〔
晋
)
考
|
|
『
列
仙
惇
』

か
ら
『
熊
野
植
現
御
垂
跡
縁
起
』
へ
の
架
橋
|
|
」
『
東
祥
の
思
想
と

宗
教
』
一
二
(
一
九
九
五
年
三
月
)

(
二
一
十
七
)
角
川
書
眉
『
神
道
集
東
洋
文
庫
本
』
に
よ
る
。

{
二
一
十
八
)
石
構
成
康
「
疑
極
成
立
過
程
に
け
る
一
断
面
|
|
七
寺
蔵
『
滑

浄
法
行
経
』
致
|
|
」
『
七
寺
古
逸
経
典
研
究
叢
書
第
二
血
管
中
国

撰
述
経
典
(
其
之
一
一
)
』
(
大
東
出
版
社
・
一
九
九
六
年
)

(
一
一
一
十
九
)
石
田
茂
作
「
奈
良
朝
現
在
一
切
経
疏
目
録
」
『
写
経
よ
り
見
た

る
奈
良
朝
仏
教
の
研
究
』
(
東
洋
文
庫
・
一
九
一
一
一

O
年
)

-74 -

(
も
り
た

た
か
ゆ
き
・
圃
立
壷
構
大
皐
文
皐
院
計
宜
博
土
後
研
究
人
員
)
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